
91
2016年9月

名誉代表　岡本三夫　　   世話人代表　　藤井純子
連絡先　〒734-0015　広島市南区宇品御幸1-9-26-413
　　　　TEL：070-5052-6580　　FAX：082-283-7789（佐々木孝）　
　　　　E-mail：fujii@jca.apc.org（藤井） URL：http://9-hiroshima.org/
郵便振替　01390-5-53097 第九条の会ヒロシマ 　 年会費2,000円

　　　　　　　会報91号　　　　もくじ
１　この秋広島の行動のお知らせ　　 
２　安倍改憲と憲法審査会、改憲国民投票について 高田健
４　オバマ米大統領の岩国基地立ち寄りから見えたこと 田村順玄
６　被ばくの歴史を学び学問の自由を守る集会報告　 堀伸夫
８　呉市教委請願書回答文書を斬る！ 山川滋
10　天皇は平和主義者̶71年前にもあった話のはず 田中利幸
12　伊方原発再稼働抗議！　現地行動に参加しました 藤井純子
14　新聞意見広告2016報告　　 第九条の会ヒロシマ世話人
15　新聞意見広告を読んでー購読者から
16　賛同してくださった皆さんからのメッセージ
20　8.6ヒロシマ平和へのつどい～8.6早朝からの行動写真集 沢田正
21　活動報告
22　お知らせ　後記

海軍用オスプレイ岩国米軍海兵隊基地配備（～26年）
　このニュースには愕然！　F-35B ステルス戦闘機の来年の配備も防
衛・外務省を通し岩国市に通告してきたばかりです。（ｐ7）17 年
に厚木から空母艦載機部隊が移駐もされる予定です。軍事費概算
要求 は過去最大５兆1685億円 。しかし国の命令で南スーダンに派遣
された自衛隊員が間違って民間人を撃ってしまうと日本には交戦
権はないため隊員の責任としてスーダン警察に裁かれるそうです。
戦争国家へどんなに急いでも戦争放棄の憲法に阻まれています。

　広島県９条の会ネットワークは、今年も 11.3 憲法のつどいを行
います。戦争する国にするな！　安倍政治に NO！の声は、国会
はどうあれ、止まることはありません。この秋も、人間の尊厳・
命を守るため、憲法を護れ！と声をあげていきましょう。

一方、中国電力によるスラップ訴訟勝利的和解の嬉しいニュース。
　中電が 2009 年 11 月、上関原発建設に反対し海の埋め立工事を
止めようとした住民とカヤッカー 4人に 4800 万円（後に 3900 万円
に変更）の損害賠償を求めた訴訟です。和解内容は、中電は一切
の賠償を求めない、工事が再開された場合工事を妨害してはなら
ないが反対運動は制限されないというものです。海上での抗議行
動が表現の自由として憲法を基に山口地裁で認められたのです。

　その中国電力に対し今度は島根原発再稼働を許さないと意思表
示をしていきましょう。10.23広瀬隆講演会にご参加ください。

表現の自由、この権利を行使し、みんなで作った意見広告
　今年ほど意見広告の力を感じた年はありません。多くの方々か
らの賛同とともにメセージが寄せられました。（ｐ18～ 21）
　そして「変えるほどに知っていますか？」この静かな問いかけで
多くの新聞購読者に憲法を見直し、立ち止まって考え、やはり憲
法は大切なものだと気づいていただくことが出来ました。（ｐ17）
多くの人の心に届いた新聞意見広告は、皆さんと共に言論・表現
の自由を行使し続けてきた証です。
　ご賛同、ご支援、本当にありがとうございました。（藤井純子）

　
　　
　
　
　  

　　　島根原発再稼働を止める！ ー広島の私たちが出来ること

  10月 23日（日）14 時～ 16 時半　
　　　　　　広島弁護士会館ホール（広島市中区上八丁堀 2-73）
       講　　師：広瀬隆さん（作家）
      現地報告：芦原康江さん（さよなら島根原発ネットワーク、松江市議）
     主　　催：上関原発止めよう！広島ネットワーク　
　　　　　     さよなら原発ヒロシマの会
     連絡先　：082-922-4850（木原）　090-5692-0198（滝）

③憲法公布記念日　憲法のつどい
11月 3日（月・祝）13：30 ～ 15：30　
　　広島 YMCA国際文化ホール（広島市中区八丁堀 7-11）
　講　演：横藤田誠さん（広島大学教授・憲法学）
　　　ー戦争法反対の根源にある「個人の尊厳の尊重」から
　　　　　　　　　　　　　 憲法の価値を考えようー（仮）

　共　催：広島県 9条の会ネットワーク　
　　　　　 秘密保護法廃止ネットワーク
　  連絡先：082-222-0072（石口俊一法律事務所）

  ①反「原子力の日」広瀬隆講演会

  

2 つの集会に、どうぞご参加ください！

琉球新報 2016/8.31

岩
国
へ
！

▽上関ネットは、中電本店前行動を行っています。
　　9 月 21 日 10 月 19 日（水）　12：00 ～ 13：00　
　　10 月 26 日夕方　反「原子力の日」キャンドル集会
　　　　　　　こちらにもどうぞご参加ください。
    

市民力＋　　　　
プラス

人間の尊厳の尊重  憲法実践から！
この重要な時期、広島でも秋の行動が始まりました



  　  安倍改憲と憲法審査会、改憲国民投票について
　　　　

　
高田　健（許すな！憲法改悪・市民連絡会）

　　　　　　　　（１）憲法違反の戦争法の発動
　稲田朋美防衛相は 8 月 24 日、記者会見で、昨年 9 月に強行

した戦争法に基づく自衛隊の新任務の訓練を順次開始すると発

表した。新任務の訓練を始めるのは、11 月に PKO で南スーダ

ンに派遣される予定の陸上自衛隊第 9師団第 5普通科連隊（青

森市）で、離れた場所で襲撃された他国軍などを救出する駆け

付け警護と、宿営地の他国軍との共同警備を想定している。
　また、集団的自衛権の行使などを想定した日米共同訓練も

10 月に実施する方向だという。日米両政府は 10~11 月、陸海

空の各部隊による共同統合演習「キーンソード」を実施、11

月には共同指揮所演習を行う。これまでは主に日本に対する武

力攻撃を想定した訓練を行ってきたが、今回は、武力攻撃には

至らない「存立危機事態」「重要影響事態」などの事態も想定し、

集団的自衛権行使を含む自衛隊と米軍との連携を確認する方針

だ。

（2）明文改憲へ
　安倍首相は2016年夏の参院選の100回に及ぶ街頭演説で「改

憲問題」に一言も触れずに、結果として改憲派の議席において

両院の 3 分の 2 をかすめ取った。にもかかわらず首相は、選

挙直後の記者会見で「いかにわが党の案（自民党改憲草案）を

ベースにしながら 3 分の 2 を構築していくか。これがまさに

政治の技術」（7 月 11 日）だと言い放ったのである。このよう

な文脈で「政治の技術」という用語を使う安倍晋三のイデオロ

ギーは、民主主義とはほど遠い、まさに独裁者の思想ではない

のか。
　つづいて内閣改造後の 8 月 3 日の首相記者会見では憲法問

題について、次のように発言した。
　「改憲は立党以来のわが党の党是と言っても良い。私は総裁

だから実現のために全力を尽くすのは当然で、歴代の自民党が

そうだったように、この課題 に挑戦をしていく責務を負って

いる。自分の任期中に果たしていきたい、こう考えるのは当然

のことで、歴代の自民党の総裁もそうであったと思う。そう簡

単なことではないのは事実で、政治の現実において一歩一歩進

んでいくことが求められている。改憲は普通の法律と異なり、

3分の2の賛成で発議する。国会は発議することが役割であり、

国民投票によって過半数の賛成を得て決まるので、与党が賛成

すればできるものではない。その数を選挙で得たからと言って、

改憲が成し遂げられるものではなくて、大切なのは国民投票で

その過半を得ることができるかということではないか。まず 

は具体的にどの条文をどのように変えるかは、国民的な議論の

末に収斂（れん）していくと思う。まずは憲法審査会の中で、

静かな環境において（議論し）、所属政党 にかかわらず、政局

のことは考えるべきではないと思う。日本の未来を見据えて議

論を深めていって、国民的な議論につながっていくことを期待

したい」と。安倍はまず憲法審査会で「どの条文をどのように

変えるか」を議論したいと言った。これは重大な問題が含まれ

ているので後に検討したい。
　安倍晋三首相は 2016 年年頭からしきりに自分の「任期中の

改憲」について触れていた。自民党の総裁は党則で、任期が 3

年で連続 2期までと定められ、現在２期目の安倍総裁の任期は、

2018 年 9 月までとなっている。しかし、このところ改憲反対

が多数を占める世論の動向からみて、両院で改憲発議に可能な

３分の２の議席を保有しているからと言って、明文改憲の条件

は極めて厳しくなっており、安倍のいう「政治の秘術」を駆使

しても、憲法審査会での議論→憲法審での改憲原案のまとめ→

両院での改憲原案の採決→改憲発議と国民投票の周知期間→改

憲国民投票、などなど最速の日程を考えても「任期中の改憲」（あ

と２年の内）は容易なことではない。
　そこに降って湧いた自民党の谷垣前幹事長の交通事故だ。安

倍晋三はこれを奇貨として、自民党執行部の中心の幹事長に従

来から「安倍首相任期延長論」を唱えていた二階俊博を据え、

党則の変更と総裁任期の延長による中期政権の実現によって明

文改憲のための時間稼ぎを可能にする党執行部体制づくりを断

行した。もし連続 3 期まで可能ということになると、2021 年

９月までとなり、明文改憲の発議のための時間がかせげるとい

うことになる。ついでにいえば、安倍晋三の祖父・岸信介が誘

致をしておきながら東京五輪の開会式にでる夢が破れた「悲願」

も達成できるとの与太話も存在する。
　二階俊博の自民党幹事長就任式で、安倍の任期中の改憲の可

能性が現実味を帯びてきた。最高権力者の安倍首相の意志で、

明文改憲に着手し、すでに手に入れている両院の総議席の３分

の２によって改憲を発議し、国民投票にかけるとすれば、これ

ぞ「立憲主義」の禁じ手、プレビシット（いわゆる人民投票＝

為政者が自らの政策を正当化するために利用する国民投票）そ

のものに他ならないのではないか。

（３）憲法審査会について
　安倍首相は憲法審査会で議論する、決めてもらうというが、

現実の憲法審査会はどうなっているだろうか。憲法審査会は、「日

本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広

範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る

改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査する機関」と

されている。これを要するに２つの任務を持つと考えられる。



　安倍首相はまず「憲法審査会が改憲原案を審議する」という

が、これでははじめに改憲ありきの議論になってしまう。いず

れの報道機関の世論調査をみても、改憲の必要を主張する人び

とは少数派である。にもかかわらず、改憲ありきの議論をする

ならば、前述したように、「最高権力者の安倍首相の意志で、

明文改憲に着手する」ことになってしまう。
　憲法審査会はまず、その任務の第１、「日本国憲法及び日本

国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調

査を行」わなくてはならないのであり、例えば日本国憲法に密

接に関連する「安保法制（戦争法）」と、それを正当化した

2014 年 7 月 1 日の閣議決定に関する検証を徹底的におこなう

任務があるのは明白だ。
　しかし、憲法審査会は前通常国会では１度開催されたきりで、

与党の意志で開店休業になっている。
2015 年 6 月 4 日、衆院憲法審査会に出席した３人の参考人、

自民、公明、次世代の各党が推薦した長谷部恭男早稲田大教授、

民主推薦の小林節慶応大名誉教授、維新推薦の笹田栄司早稲田

大教授の 3 人が、いずれも「安保法制は憲法違反」と指摘した

ことで、ふるえあがった与党は、勝手に憲法審査会を止めてし

まった。この責任が安倍晋三自民党総裁にないとは言わせない。

憲法審査会の当然の任務、安保法制について「広範かつ総合的

に調査をおこなう」ことを回避しておいて、突然改憲原案の審

議にはいることなど認められるものではない。
　さらに重大な問題がある。憲法審査会の構成は衆院憲法審査

会 50 名（会長・保岡興治・自民）、幹事 9 名（うち自民 6、民

進 2、公明 1）、委員 40 名（うち自民 24 名、民進 8名、公明 3名、

共産 2名、維新 2名、社民 1名、）、参院憲法審査会 45 名（会長・

柳本卓治・自民）、幹事９名（うち自民 4名、民進 2名、公明・共産・

維新各 1名）、委員 35 名（うち自民 19 名、民進 7名、公明 2名、

共産 2名、維新 2名、希望 1名、無所属クラブ 1名、日本 1名）

である。両院の会長を自民党が握った上、自民党単独で過半数

を大きく上回っている。多少、他党に妥協する案を作るかどう

かを含めて、改憲原案は自民党の意志で決まるのだ。一定時間、

論議をすれば、国会ではほとんどの対決法案が採決で決められ

てきたように、安倍首相のいう「どの条文をどのように変える

か」は自民党の意志で決まる。これでは立憲主義など、まるで

無視された状態だ。

（４）改憲国民投票について。
　まず、市民運動の一部にある国民投票への幻想を克服する必

要がある。「参院選で改憲発議可能な議席 3 分の 2 がとられた

が、まだ国民投票があるから」という、最後の砦として国民投

票に期待する意見がある。
　改憲派は 3 分の 2 をとっても、すぐに改憲原案を発議でき

ない。改憲派の中で、憲法の「何から、どう改憲するか」の意

見がまとまっていない。ただちに 9 条からというやり方は改憲

派もあきらめたようだが、では緊急事態条項附加の改憲からか

というと、その可能性は大きいが、これも必ずしも改憲派の一

致がない。改憲論の中にはまず改憲ありきで、「そのていどの

ことでわざわざ改憲する必要があるのか？」と言われかねない

各種のネオリベ改憲論（大阪維新がしきりに主張する「財政規

律」「地方分権」の導入のための改憲論など）まである。
自民党の一部や安倍首相は考えている「総裁任期の延長」して

でも改憲発議をと考えているようだが、そうであれば改憲発議

前に、総選挙も参院選も考えられる。ここで、今回の参院選の

経験をいかした「野党 4党＋市民」の共同によって 3分の 2 を

阻止する闘いを展開することは可能だ。
　そして何より、国会外の市民運動を高揚させ、全国的に改憲

反対の世論を作り上げ、改憲発議と国民投票を阻止する闘いを

作り上げることは可能だ。
　なぜ私はただちに改憲国民投票に賛成しないのか。それは現

在ある改憲手続き法（国民投票法）が民意をただしく反映でき

ない重大な欠陥立法だからだ。国民投票の有料宣伝は資金・組

織力の多寡によって大きな差が生じるし、公務員の憲法に関す

る国民投票運動に不当な差別・制限があること、国民投票運動

期間が極めて短かく、有権者の熟議が保障されていないこと、

国民投票の成立の条件としての最低投票率が定められていない

ことなどなど、多くの点で国民投票を提起する議会多数派（一

般的には政府与党）に有利な制度設計なのだ。これはプレビシッ

ト（為政者のための人民投票）の危険がある。ナポレオンやナ

チスはこうやって国民投票を利用した。最近では英国の EU 離

脱の国民投票や、タイの軍事政権がつくった憲法草案の承認の

国民投票の経験がある。これを見ないで、単純に国民投票が民

意を正しく反映するなどと思ったら、大間違いだ。
　戦争法などに反対し、憲法審査会を監視し、民意を正しく反

映しない「国民投票」やプレビシットに反対する運動を通じて、

民主主義をいっそう根付かせ、憲法を守り、活かす民意を強化

することこそ、焦眉の課題だ。

総がかり街宣チーム作成の憲法問題街宣用チラシＡ５.４頁　市民連絡会
まで注文してください。送料着払いのみ。Answer がとってもいいです。



堀  伸夫（被ばくの歴史を学び学問の自由を守る平和研問題全国研究集会事務局）

「被ばくの歴史を学び学問の自由を守る平和研問題全国研究集会」開催報告

標記の研究集会開催のいきさつ
　去る 8月 7日、国内外から 70 人以上が参加し、広島市・三篠

公民館大集会室で「被ばくの歴史を学び学問の自由を守る平和

研問題全国研究集会」を開催しました。広島市立大学広島平和研

究所問題の経過と歴史的背景について元・広島平和研究所教授

の田中利幸さんと福島市在在のジャーナリスト藍原寛子さんの

講演をもとに検証しました。

　田中さんは、家永三郎氏の著作を引用し、独法制導入以降、国

策におもねる学者、いわゆる「佞儒」（ねいじゅ）しか学長、学部長

などの要職に就けなくなった経緯を過去の事例とともに報告し

ました。藍原さんは、福島も広島と同様、放射線安全論をふりま

く国際原子力ムラの「貸座敷」にされようとしていること、広島

で原爆報道に対して厳しい検閲が行われたように、福島でも暗

黙の自主規制を含めた戦後第二のプレスコードがしかれようと

していることを指摘しました。

　自由討論では「かき舟の原爆ドーム付近への移転問題」にあら

われた広島の平和行政の重大な変質、福島や各地でも被ばく問

題や平和問題に関する学問・言論の自由が抑圧されている現状

が報告されました。研究集会では、学問・報道・言論の自由を守

る立場から、被害者の立場にたって被ばくの歴史、平和問題に取

り組む研究者、ジャーナリスト、言論人、学芸員など専門家をサ

ポートしていくために、新たな市民組織を立ち上げることが確

認されました。また、新たな市民組織では放射線の健康影響に関

する公文書などの開示を求め、公開資料の分析を進める調査

NGOの設立に向けた検討を行うことが確認されました。

被ばくの歴史を学び学問の自由を守る重要性
　集会の冒頭で、私は、次のように報告しました。

「平和研究所をただしていくためには、まず、平和研問題を憂慮

する皆様お一人お一人が被ばくの歴史を学び、語れるようにな

ることが大切だと思います。ヒロシマ、ナガサキの体験、マー

シャル諸島やムルロア環礁、セミパラチンスクなどでの核実験

の被害の体験、チェルノブイリや福島の原発事故の体験、ウラン

採掘跡周辺の先住民の体験など、忘れ去られようとし、風化して

いく体験や記憶に光をあてることは、学問の大切な仕事です。

　平和研究所の逸脱をただす上で大事な二つ目のことは、学問

の自由を守ることです。学問の自由とは、政府や権力者にとって

都合のよい内容に沿った研究する自由のことではありません。

政府や権力者、大企業のための研究は、逆に学問の自由を脅か

し、真理の探究を阻害するものです。政府や権力者におもねる研

究は、元を正せば、民衆への言論・思想工作のために行われてお

り、民衆の知る権利、学ぶ権利の享受に資するものではありませ

ん。学問の役割は、政府や大企業などが隠ぺいし、歪めてきた真

実を明らかにすることです。報道や記録の役割も同様です。学問

の自由は、民衆の真実を知り学ぶ権利の実現のためにこそ享受

されるべきものです。」

学問の自由のためにたたかった広島の先輩たち　
　幸い、広島には、学問の自由のために立ち上がった先進的な先

輩たちがいました。京都大学の滝川事件に際し学芸自由同盟と

いうリベラル運動の団体が作られましたが、その書記長だった

舟木重信は、なんと広島県出身だったのです。のちに舟木の後を

継いで書記長に就任したのも広島出身の田辺耕一郎でした。学

芸自由同盟の路線を引き継ぎ京都で反戦反ファシズムの刊行物

を発行した中井正一も広島県出身です。さらにこの学芸自由同

盟を支持した女性作家がいました。広島の原爆を題材にした小

説「屍の街」の大田洋子です。大田は、白島で被ばくしています。

　1933 年 7 月 10 日結成された学芸自由同盟では、幹事長に徳

田秋声、常任幹事に久米正雄・豊島与志雄・藤森成吉・三木清・

青野季吉・横光利一・津田青楓・谷川徹三・田辺耕一郎・戸坂潤・

長谷川時雨・舟木重信らが選ばれました。幹事には長谷川如是

閑・菊地寛・山田耕作・広津和郎・葉山嘉樹・芹沢光治良・千

田是也・川端康成・秋田雨雀・布施辰治・大仏次郎・細田民樹・

森岩雄らが選ばれました。学芸自由同盟は、「学芸自由同盟

ニュース」の発行、講演会開催などの活動を行い、ピーク時には

同盟員四二一人 ( 一九三四年二月現在 ) を擁しました。取締当局

は「同盟員中には左翼文士相当数関係し居り、内部より之が左翼

化を図らむとする傾向ありて注意を要す」としてにらみを利か

せ、山本有三・津田青楓・林芙美子らの「シンパ事件」、菊池寛・

広津和郎・宇野千代・大下宇陀児らの「麻雀賭博事件」などをでっ

ち上げて圧力をかけました。さらに追い打ちをかけて内務省警

保局の松本学が学芸自由同盟の中心的「自由主義者」を当局寄り

の文芸懇話会に吸収し、同盟員の分断をはかりました。広島県出

身のリベラル市民・知識人運動の先輩たちのこの苦渋の活動の

歴史からも大いに学びたいと思います。

広島における反戦平和の伝統　
　もう一つ、広島には戦前からの反戦平和の進歩的伝統があり

ます。それは、広島の原爆被害を重要なテーマの一つとするコ

ミック「はだしのゲン」の作者、中沢啓治さんのお父さん、中沢晴

海さんです。晴海さんも参画した広島消費組合の設立は、31 年

７月。山木茂「広島県社会運動史」の「広島消費組合」の関連項目

によると、30 年２月の京都学生共産党事件 ( 二月事件 ) で検挙

され、停学となり、病気のため執行停止となって帰省していた京

大生の広島市舟入町の自宅に晴海らが出入りしているうちに、

この京大生の提案により設立されたものだそうです。晴海さん



らとともに広島消費組合の設立に尽力した京大生の名は、「寺尾

一幹」。寺尾一幹は、1908 年 10 月 26 日、山県郡八重村 ( 旧・千

代田町、現・北広島町 ) 字寺尾出身。旧制広島高等学校内の社会

科学研究会を再建し、京都帝大経済学部に入学。1932 年以降は

軍艦内で反戦と水兵の人権擁護、待遇改善を訴えた新聞「聳そび

ゆるマスト」の配布を指導した指導部のひとりでした。寺尾も京

大滝川事件の際には学内の運動と連携を図ろうとしました。

反戦平和と学問の自由擁護のために
                                         市民も立ち上がって支援しよう
　こうした反戦平和、学問の自由擁護の進歩的伝統を引き継い

で、原発事故後の今日、被害者の立場に立って真実を明らかにし

ようとする研究者、ジャーナリスト、言論人、市民に対する不当

な攻撃に対しては、真理と正義の旗のもとに多くの市民が声を

あげることが何よりも大切です。

　東京都の府中市美術館では、米軍立川基地拡張反対運動や原

水爆反対などをテーマにした新海覚雄の企画展が「内容が偏っ

ている」ことを理由に上部から「中止の可能性も含めて再検討」

を指示されたという事件がありましたが、芸術の表現・展示・

発表の自由を守る市民や美術評論家、美術団体が声をあげ、企画

した学芸員の武居利史さんに多くの激励のメッセージが届き、

予定通り開催されています。

　長崎では 2013 年に長崎市が設置した「原子爆弾放射線影響

研究会」の委員に長崎県保険医協会の本田孝也会長を選ばない

意向を示した問題でも、被爆体験者訴訟原告団と長崎被爆地域

拡大協議会の被ばく者が声をあげ、被害者の立場に立った公正

な人選を求めました。本田医師は米軍マンハッタン管区調査団

などの測定データから、被爆地域外も含めた広い範囲で放射性

降下物の健康影響があったとする意見書を裁判所に提出。2016

年 2月、この意見書の内容を裁判所が追認し、10 人の被ばく体

験者の請求を認め、長崎県、長崎市に被爆者健康手帳の交付を命

じる判決を言い渡しました。

　市民が声をあげ、被害者の立場に立って真実を明らかにしよ

うとする専門家、研究者、ジャーナリスト、学芸員らを支援すれ

ば、実りある結果を得ることも可能なのです。

　私は、今後も、広島、長崎の原爆被ばく地、福島、チェルノブイ

リ、スリーマイル島の原発事故被害地、マーシャル諸島、セミパ

ラチンスク、アメリカ国内の核実験風下住民の人々、全世界の被

ばくの被害地の人々、戦争や軍事基地、軍事研究の被害者の人々

と手を結んで、被ばくや戦争、軍事基地、軍事研究の被害を明ら

かにし、後世に伝えようとする日本と世界の研究者、ジャーナリ

ストらを支援していくつもりです。

　　　　　　　　2016 年 3月 9日付



田村順玄（リムピース共同代表・岩国市議）

オバマ米大統領の広島訪問

　2017 年 5 月 27 日、オバマ米大統領

が岩国基地を経由し被爆地ヒロシマを

訪問した。伊勢・志摩サミットのつい

でではあったが、サミットの協議結果

などロクに報道もされずに大統領広島訪問のニュースが大きく

湧き上がった。

　しかしその行動は大統領が岩国基地の滑走路を使い広島を訪

問したのに詳しくは世間に報道もされず、結果的に大統領の滞

在時間が広島より岩国基地の方が長かったという事実を知る人

はほとんどいない。今回のオバマ大統領広島訪問は、日米政府

にとって混迷する沖縄の基地事情をふっ切るような千載一遇の

チャンスとなって仕組まれた行事だった。

　日米政府は今回のオバマ広島訪問まで周到な準備を重ね、昨

年 12 月のケネディ駐日大使の岩国基地視察から 5 月の広島・

外相サミットに参加したケリー国務長官の広島訪問へと導線の

チェックを行った。

　ここ 10 年、岩国基地は沖合移設工事で施設が広く大きくな

り、基地敷地に 8 千億円余の思いやり予算が投入され新滑走路

をはじめ格納庫などあらゆる基地施設が新設された。

　その新滑走路を利用し、大統領専用機「エアフォース・ワン」

が岩国基地を訪問する手筈が整った。5 月 27 日 15 時 31 分、

名古屋空港から飛来した大統領専用機が到着した。岩国基地の

格納庫には海兵隊や海上自衛隊の隊員、岩国市長などの来賓が

待ち受け、オバマ大統領は 10 分余の演説を行った。この格納

庫は沖縄・普天間基地から移転してきた空中給油機 KC130 の

ために最近完成した施設である。

大統領はこの場所で演説のスピーチはできるだけ短くし、あと

は兵士たちとの接触をする行動に出たという。熊本地震の救援

活動で働いたオスプレイの女性パイロットを紹介し現場兵士の

士気を高めるなど、パフォーマンスだった。まさにアメリカ合

衆国軍隊の 4 軍総司令官が、極東の一駐留部隊に最大のサービ

スを施したのである。

　とは言っても大統領のメイン任務は広島訪問、このあと岩国

基地からは 4 機のオスプレイを従え、大統領専用ヘリコプター

「マリーン・ワン」で広島へ向かった。10 分余の飛行中、わざ

わざ経路を廿日市付近から宮島へ寄り道し、空から宮島大鳥居

を見学させた。

　2012 年のオスプレイ初配備前、政府は日米合同委員会でそ

の安全性確保のためにオスプレイの飛行方法や経路、運用の取

り決めを確認した。にも関わらず当日のヘリ飛行状況はこれを

無視した危険な飛行だった。この日の飛行状況について筆者は

6月の岩国市議会で質問を行った。岩国市長は筆者の質問に「岩

国基地離陸後の広島までの詳細のルートや高度については承知

しておりませんが、広島までの飛行において、その途中にある、

世界文化遺産であり、また、日本有数の歴史的建造物である宮

島の大鳥居を、上空からでも、オバマ大統領に是非見て欲しい

と思うのは私だけではないと思います。」と開き直りの答弁で

あった。市民の安全と安心を確保しなければならない市長とい

う役割の中で、米軍のためなら何がなされても異議は無いとい

う政治の現実を見せ付けられた。

岩国基地の重要性を見せつける
　広島からの行事を終え岩国基地へ帰った大統領は 19 時 15 分

基地を発ち帰国の途についた。その間費やした時間は 2 時間

44 分だったが、そのうち広島滞在が 59 分で岩国基地にいたの

は 1 時間 18 分。実に岩国の方が 20 分長く今回の大統領訪問

でいかに岩国基地のウェートが高かったかが分かる記録である。

　日米政府は今の岩国基地の存在をしっかり大統領に印象付

け、今後のアジアに於ける在日米軍の役割を岩国基地に主軸を

置く展開と想定していることがよく見える、一連の広島行動

だった。

　大統領の岩国基地訪問から 3 カ月、雨も降らず焼けつくよう

な夏の日々が経過した。岩国基地の動きはその大統領の余韻を

消さないが如く、矢継ぎ早に新たな基地政策が地元に振り向け

られてきた。

―オバマ米大統領の岩国基地立ち寄りから見えたことー

岩国基地の拡大強化が続き、この基地が在日米軍集約の場に・・



　米軍再編の大きな方針決定から 10 年余、政府には神奈川県

などとの重たい約束「厚木からの空母艦載機 59 機の岩国移転」

という事柄がかさぶたのように追っかけている。この約束は当

初は 2014 年実施という期日が 4 年先送りされ、2017 年がそ

の期限となっている。そのため政府は年間一千億円ペースの思

いやり予算を岩国基地に投入し、艦載機部隊の早期移転を取り

組んできた。これまでにその総額は 5 千億円を超え、基地移設

工事を合わせれば 1兆円近い膨大なものとなっている。

　7 月初めには移転してくる兵士や家族が住む住宅施設の建設

が基地から４キロ離れた愛宕山開発地で始まり、高級将校の住

宅 262 戸や厚生施設として巨大な野球場や陸上競技場など、

このエリアだけで 300 億円を超える事業が進行している。

偽善のキャンペーン　空母艦載機の試験飛行
　8 月 11 日にはその厚木から、移転予定 59 機の空母艦載機の

試験飛行も試みられた。厚木から 2017 年に移転する予定の空

母艦載機は、今岩国基地に配備されている海兵隊の FA-18 ホー

ネットという戦闘攻撃機よりパワーが 3 割くらい大きく、

FA-18 スーパーホーネットという航空機である。試験飛行のこ

の日、厚木から飛来したのはスーパーホーネットではなく、

EA18G グラウラーという類型の機体で試験飛行が行われた。

　議員や自治会関係者の見守る中、グラウラーは普段よりかな

り意識した穏やかな飛行で、結果的には現在岩国基地で飛んで

いる飛行機よりも低い騒音レベルで記録を残した。まさに移転

してくる艦載機は騒音の影響は少ないという偽善のキャンペー

ンだった。

F-35B ステルス戦闘機の配備通告
　8 月 22 日、いよいよ本命の F-35B ステルス戦闘機の配備が

現実のこととなった。政府は防衛・外務の両政務官を岩国市に

派遣し、F-35B の配備を正式に通告してきた。F-35B は米軍が

進めているレーダーに映りにくい高度なステルス性を誇る最新

鋭の戦闘機で、3 タイプのうち海兵隊に向けられるＢ型を今回

岩国に配備する対象としてこのたび具体化された通告である。

　岩国基地にはすでにこの F-35B が使用する垂直離着陸用の施

設も完成しており、こうした状況から岩国基地への配備は確実

だろうと言われてきた。筆者も毎議会でこうした事実の確認

を求め、その度に｢米国側からそのような情報は無い｣という

一言で事実は覆い隠されてきた。それがこの度の両政務官の

通告で一挙に現実のこととなり、これまで我々が予告してき

た 2017 年 1 月以降の配備が具体的に 16 機の配備を行うとい

う形で伝えられたのである。F-35 ステルス戦闘機はこれまで

世界のどこへも配備されておらず、まさに岩国基地へ配備と

なれば世界で初めての実践運用となる危険な実態だ。これか

らこの航空機がどのように運用され、どのような様な性能や

特性が試されるのか、まさに岩国市民が実験台になってその

運用に巻き込まれていくことになる。国はこの度の岩国基地

配備を、「AV8 ハリアー」の機種変更と扱い、現在 36 機余の

FA18 ホーネット部隊から 12 機をよそへ移し若干負担を軽減

化、そこへ「F-35B」をねじ込むという算段のようだ。いず

れにしても岩国基地が新たに大きな基地機能の強化に巻き込

まれ、岩国市民がその危険に巻き込まれていくことに変わり

はない。

2017 年に向けて
　オバマ大統領の岩国基地訪問から 3 カ月、日米防衛関係者

の岩国基地を巡る様々なたくらみが具体的に確実に、さらに

前進を加速し始めた。沖縄では辺野古や高江での異常な政府

の策動が続くが、その傍ら岩国基地では着実に日米政府の思

惑を実践するプログラムが進行している。

　述べてきた岩国基地を巡る様々な動きが、まさに来年｢

2017 年｣に実行されるという懸念が深まってきた。私たちは

今まで以上に声を大きく、｢岩国基地機能強化反対｣の取り組み

を強めていかなければならないと実感する暑い夏であった。

写真　戸村良人さん
　行動の写真集より



山川　滋 ( 教科書問題を考える市民ネットワーク・ひろしま )

          8/24 呉市教委の請願書への回答文書を斬る！
　  　　ウソと言い訳、新たな隠ぺい、居直りとすり替え満載
　

１、はじめに
　私たちは今年 (2016 年 ) の 2 月 10 日、呉市教委に対して歴史

教科書の総合所見に掲載された人物調査に間違いがあることの

指摘を皮切りに、公民教科書採択では意図的な策略を講じて育鵬

社を高評価し採択した事実を指摘した上で、呉市教委の歴史・公

民教科書「不正採択」を追及し、早急に採択のやり直しをすること

を要求してきた。
  具体的には、次の 4つの取り組みを同時並行的に進めてきた。
（1）呉市教委に請願書文書回答させる取り組み
　・これまで 2回出した公開質問状に文書回答すること。
　・公民教科書視点⑧についての評価基準（配点基準）を示すこと。
　・請願者が教育委員会議で説明する機会を設けること。
（2）歴史・公民教科書の視点ごとの評価はいつ、だれが、どのよう

　な協議をして付けたのか、その意思形成過程に係る公文書公開

　請求の取り組み
（3）沖田議員の市民に対する暴言への抗議の取り組み
　　　（沖田議員は議会運営委員長から注意を受けた！）
（4）住民監査請求の取り組み

　今回は、（1）の呉市教委の請願書回答批判の一部を報告する。

2　請願書回答はウソと言い訳、新たな隠ぺい、
　　　　　　　　居直りとすり替え満載だった！
　教科書ネット・呉は２度にわたって呉市教委に公開質問状を

出し回答を求めたが、文書回答はできないと回答してきた。そこ

で、憲法第 16 条（請願権）「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法

律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏

に請願する権利を有し…」と、 請願法（第 5条）「官公署において、

これを誠実に処理しなければならない」として、誠実な処理義務

を定めていることを示し、さらに、「請願」に係る分掌は教育総務

課で、「請願」への対応は教育委員会が行うべきことを呉市教委に

確認した上で公開質問状に誠意を持って文書回答をするよう 4

月 22 日に請願書を提出した。
　これに対して、呉市教委は 5月 12 日教育委員会臨時会で「請願

を検討・協議・決定すること」を決め、8月 23 日臨時会で文書回

答案を提案・審議し、8月 24 日我々に回答文書を送付してきた。
　私たち市民が出した公開質問状の全ての項目について呉市教

委が「文書回答」したことは市民の請願権に基づく追及の大きな

成果であったと言える。しかしその回答は、予想したとおりの「ウ

ソと言い訳、新たな隠ぺい、居直りとすり替え」満載の酷い回答で

あった。以下、紙面の都合で市教委の回答の一部に対して私たち

の批判を述べる。

▼公開質問状その１（2月 23 日）について。
質問 2　指導主事が選定委員会と調査・研究委員会に重複してい

　　　　る。調査・研究報告書を指導主事が報告している。これ

　　　　では公平性が担保できない。

に対して、回答 2
　呉市の「規程」では「指導・助言」のために参加する旨を定めてい

る。･･･委員を重複することと、委員に指導、助言を行うことは同義

ではない･･･調査・研究委員会の公平性が失われることはない。
　実際には、昨年度の調査・研究委員会に指導主事が参加し、歴史

教科書のコピー・ペーストによる資料づくりを指導し、自らもそ

の作業を行うが綿密なチェックをしなかったために、結果膨大な

数の調査間違いをした。指導主事は調査・研究委員と全く同じ調

査・研究作業と指導・助言を行ったのは、呉市教委の説明から明

らかである。従って、指導主事の「参加」と「重複」は事実上同義で

あったので、公平性が失われた上に公正性と信頼性も同時に失わ

れたのである。　

▼公開質問状その２（3月 18 日）について。
質問２
（採択規程にある、調査・研究委員、選定委員の）任期（8月 31 日）

を過ぎ、その資格を有していないものを（2月 22 日の委嘱状で）招

集しても、それは無効である。
に対して、回答２
　無償措置法施行令 14 条に（任期は）8月 31 日までとあるが、教

科書採択後に、検証のための再調査を依頼することまで禁じてな

い。呉市の「規程」の第 14 条「この規定に定めるもののほか、採択に

ついて必要な事項は、教育長が別に定める」とある。
　無償措置法施行令 14 条にも呉市の採択規程にも採択結果を「再

調査」「検証」する規定はない。今回の呉市民の指摘から始まった膨

大な調査間違いと、その後市民に不正採択を追及されることは呉

市教委にとって非常にぶざまな不祥事である。当時の教育長は「2

月 26 日、3月 1日、3月 3日の諸会議について「再採択のためでは

ない」といいつつ、「採択規程 14 条」の「採択について必要な事項に

基づいて依頼した」というが、これは矛盾した言い訳である。
　2月 18 日の中国新聞記事によると、呉市教委は「･･･誤記の全容を

把握、採択への影響を調べ教育委員会会議に報告する。･･･採択に影

響したと判断された場合、広島県教委や国と協議し、対応を決めたい

とする。」 としている。つまり、2月 22 日に発令された調査
・研究委員、選定委員の委嘱により、採択規程に基づいていないのに

再度採択に係る調査・研究、選定業務を行ったのである。くどいよう

だが、採択しなおすべきとの結論が出たならば「検証」などではなく

再採択をしなくてはならない会議だったのである。従って 2 月 22 日

の委嘱は採択規程第１４条では対応することができない違法な委嘱

である、行政の適正手続き法に違反する違法行為を行ったのである。
質問 5（1）のウ　
　補充的・発展的な教材の数と具体例、バランス」を評価する公民視

点⑧は「大項目ごとのバランス」と総合的に判定するので「変わらな

い」と説明している。では，歴史的分野視点⑧との整合性はどうか。
これに対しても、呉市教委の回答はデタラメであった。



回答 5　（3/3 の）改訂版で数が減少し（49 から）「24」となった育

鵬社についても、教材の数が十分あるという判断は変わらなかっ

た。･･･大項目当たりの教材数は歴史的分野視点⑧よりも多くな

ります。このことに鑑みてそれぞれのバランスの評価をしたもの

であって、＊歴史的分野視点⑧では「大項目に１つしか教材がな

いというのはバランスがよいとは言えない｣と判断したものです。
＊（「歴史的分野」ではなく「公民的分野」の間違だと追及すると、

8 月 31 日呉市教委は間違いを認めた。）　･･･バランスについての

判断は、分野によって差異が生じるということです。

　呉市教委は公民視点⑧の評定（◎○◇△）を、昨年の採択時には

東書  教出   清水   帝国   日文 自由社  育鵬社
  28    12    23    12    30     21      49
  ○    ◇    ○    ◇    ◎     ○      ◎

であったので、育鵬社を高評価するカウントの仕方は不公平であ

る事を指摘すると、3 月 3 日の教育委員会臨時会ではこのように

カウントを変えた改訂版を出したが、育鵬社が 49→24 と大幅に

減少したのにもかかわらず育鵬社◎、東書○は変わらずという、

不可思議な評定をしたのである。
  東書 教出   清水   帝国          日文       自由社 育鵬社
32（+4） 13（+1）       23        13（+1）     31（+1）         21   24（-25）
   ○    ◇     ○     ◇      ◎      ○     ◎

　呉市教委は育鵬社、東書の評定が変わらない理由は、3月 3日の

改訂版になっても東書は「大項目に１つしか教材がないというの

はバランスがよいとは言えない｣からだというのである。大項目

ごとの公民的分野の教材数（補充的・発展的な教材の数と具体例、

バランス）は次の表である。
　   
大項目数     東書      教出       清水     帝国       日文    自由社  育鵬社
現代社会        1     2             1            1             2            4             3
政治       17     5            11          5             17          9            10
経済        9     5             7           5              10          2              6
国際社会       5            1             4           2              2            6              5

合計・評定     32  ○ 13 ◇      23 ○     13 ◇　31 ◎    21 ○      24 ◎    

バランス    記載なし 記載なし   記載なし 記載なし      よい          よい          よい

　そして、3 月 3 日改訂版の歴史的分野視点⑧の大項目の数と評

定は次表のようになっている。（右上）
　この表をよく見れば呉市教委のいう「大項目当たりの教材数は

公民的分野の方が歴史的分野より少なくなります。」との断定は

間違っていることがわかる。大項目ごとの平均数でみると、公民

は東書、清水、日文が多く、他社は歴史が多いので、大項目の教材

数の多い少ないは教科書各社によって違っているのである。

大項目数　東書 教出　清水　帝国 　日文 自由社 育鵬社 学び舎

　また、「『歴史的分野視点⑧では、大項目に１つしか教材がないとい

うのはバランスがよいとは言えない』と判断した」というが歴史的分

野の大項目には「１」「０」があっても「バランスがよい」との文章評価

をし、「公民的分野では大項目に１つしか教材がないというのはバラ

ンスがよいとは言えない」「･･･バランスについての判断は、分野に

よって差異が生じる」などと、公民的分野と歴史的分野は内容が違う

ので整合性がなくてもよいとして育鵬社を恣意的に高評価したこと

を悪びれもせずに是認しているのである。

　呉市教委の請願書への回答は 2 月 23 日 ( 火 ) 公開質問状その 1

に関して 10、3月 18 日公開質問状その 2に関して 7あったが、今回

は紙面の都合上、3つしか報告できなかった。今後、報告集会や住民

訴訟集会、活動報告その 4などで詳しい報告をしていきたいと思っ

ている。

3　今後の取り組み
（1）呉市教委のウソと言い訳、新たな隠ぺい、居直りとすり替え満載

の請願書文書回答に対して、綿密な採択資料の分析事実を武器に

次の公開質問状を提出して、一層厳しい追及をしていく。
（2）情報公開審査会において歴史・公民教科書の視点ごとの評価基

準及び評定の意思形成過程についての公文書を公開させる取り

組みを進める。
（3）住民監査請求 60 日後（9月中旬頃）に何らかの審査結果が出され

るのを受けて、住民訴訟を行う準備を進める。
（4）5月 12 日の臨時会で出された教科書採択の「改善策」の批判検討

を行い、次の公開質問状を提出する。

                                                                        

古代まで 2  4   5   4  4 7 10 1

中世 2  4   2   2  8 4 4 0

近世 2  4   3   6  6 8 8 3

近代① 2  6   2   4  8 9 8 1

近代② 2  2   2   4  4 2 3 1

現代 3  3   1   2  2 5 5 2

合計・評定  13 ◇   23 ○    15 ◇     22○ 

バランス よい  よい   よい    よい   よい よい よい     よい

35 ◎    35 ◎   38 ◎      8 ◇

 

イラスト：K



田中利幸（８・６ヒロシマ平和へのつどい代表、元広島市立大学広島平和研究所教授）

「天皇は平和主義者」̶ 　71 年前にもあった話のはず　̶

「問題にすべきは制度そのもの
　今年 8 月 8 日の「玉音放送」＝ビデオ・メッセージによる天

皇明仁の「生前退位」意向発表の趣旨については、いろいろな

憶測がとびかっている。最も有力な憶測の一つは、安部内閣の

「壊憲」を懸念する明仁が、明治憲法のごとく「天皇を国家元首」

に戻そうという自民党壊憲草案に先手を打つ形で、「象徴天皇

制」を維持するための有効な手段として「生前退位」を国民に

提案したというもの。つまり明仁と妻の美智子は、きわめて民

主主義的な思想をもつ善意の人柄で、安倍晋三などよりはるか

に「平和憲法」を深く理解している根っからの「平和主義者」

である、という解釈である。「玉音放送」の目的が何であった

にせよ、明仁・美智子夫婦が「平和憲法」擁護主義者であると

いう判断については、間違いないと私自身も考える。しかし、

私たちが問題にすべき最も重要なことは、この二人の個人的な

考えや人柄ではなく、「日本民主主義体制」の中での「天皇制」

という問題なのである。この二つを混同させてはならない。な

ぜなら、将来、「強権政治思想」や「軍国主義思想」をもった

人間が天皇の地位に就く危険性が出てくる可能性がないとは絶

対に言い切れないから、天皇個人の考えに我々が一喜一憂した

り感傷に浸ったりしても、なんの問題解決策にもならないから

である。

天皇は平和主義者というとらえかた
　ちなみに、「天皇はおやさしい平和主義者」という「解釈」は、

なにも今に始まったことではない。1945 年 8 月 15 日の敗戦を

迎えるやいなや、天皇裕仁は一部軍指導者たちに利用された＜

かわいそうな人＞＝「戦争被害者」であるという主張が政府に

よってなされ、「一億総被害者」のシンボルである「平和主義者」

とされた。いや、「平和主義者」という点では、裕仁は、実は、

アジア太平洋戦争以前からそうだったのである。彼は、「大東亜

共栄圏の確立」＝「アジア太平洋地域での平和構築」のために戦

争をやむなく始めた「平和主義者」だったという当時の「公式

解釈」を、私たちは忘れてはならない。つまり、「天皇＝平和主

義者」という公式解釈は、戦前・戦中・戦後、一貫して変わっ

ていないのである。問題は、天皇個人がどのような考えを持っ

ていようと、制度としての天皇制が、「平和主義」というタテマ

エの下に、いかに国家体制（その形態が「ファシズム」であろ

うと「民主主義」であろうと）存在そのものを時の状況に応じ

て規定し続けているかである。（「平和主義」というタテマエは

安倍晋三ですらとっており、彼は「積極的平和主義者」である。）

戦争責任表明を欠いた慰霊の旅
その具体的な現在の一例を見てみよう。明仁が「平和主義者」で

あるというイメージは、この数年間、とりわけ彼が妻同伴で行っ

ている「戦没者慰霊の旅」で国民に強く印象づけられてきた。沖

縄を含む日本国内のみならず太平洋の島々にまで足をのばし、「戦

没者の霊を慰める」というこの「慰霊の旅」は、明仁夫婦のみな

らず、二人を見習う皇室一族の「慈悲深さ」を表すものとして、

メディアで絶賛され続けている。同時にほとんどの日本国民が、

そうした報道をなんの疑問も感ぜず全面的に受け入れ、明仁と美

智子を深く尊敬し、二人の仁慈行為をいたくありがたがっている

のが現状である。明仁は、各地への慰霊の旅でしばしば「このよ

うな悲しい歴史があったことを、私どもは決して忘れてはならな

いと思います」と述べる。しかし、「慰霊」の対象は、ほとんど

が戦地に送られ戦死させられた日本兵と、戦闘の巻き添えになっ

た日本人市民である。日本人だけではなく、犠牲になった数多く

のアジア人や太平洋諸島民のことを記憶に留め、同じような歴史

を繰り繰り返さないようにするために不可欠なことは、戦争犠牲

者たちは「なぜゆえに、このような悲しい歴史を歩まなければな

らなかったのか」、「そのような悲しい歴史を作り出した罪と責任

は誰にあるのか」という問いである。ところが、明仁の「ありが

たいお言葉」には、「悲しい歴史」を作り出した「原因＝罪」と「責任」

に関する言及は、どの「慰霊の旅」でも常に完全に抜け落ちている。

最も重大な責任者であった彼の父親、裕仁の責任をうやむやにし

たままの「慰霊の旅」は、結局は父親の罪と責任を曖昧にするこ

とで、国家責任をも曖昧にしているのである。つまり、換言すれば、

明仁と美智子の「慰霊の旅」は、裕仁と日本政府の「無責任」を

隠蔽する政治的パフォーマンスなのであるが、この本質を指摘す

るメディア報道は文字通り皆無である。それどころか、日本国家

には戦争責任があるという明確な意見を持っている進歩的知識人

と呼ばれる者たちの中にさえ、こと明仁の「慰霊の旅」については、

この本質を見落とし、明仁尊敬の念を表明する人間が少なくない

ことに、私は少なからぬ驚きを覚える。

　明仁夫妻のこのパフォーマンスは、戦争責任を認めたくない日

本政府、とりわけ現在の安倍晋三政権にとっては、きわめて都合

がよいのである。なぜなら、このソフトなパフォーマンスで、安

倍のハードな戦争責任否定言動が近隣諸国に及ぼしている悪影響

を柔らげるという作用を多少なりとも果たしているからである。

明仁自身は、もちろん、自分は真摯に「慰霊の旅」を続けており、

政治的パフォーマンスなどはしていないと思っていることは間



違いないであろう。しかし、本人の思いがどうであれ、この問

題に関しては、天皇の言動が政治的に利用されていることは明

らかである。

　ちなみに、皇室一家による災害被害者への「お見舞い」と「復

興の祈り」の旅でもまた、災害の原因と責任については一切問

わないことは、その最も典型的な例である「福島原発事故」の

被災者への「お見舞い」を見ても明白である。つまり、彼らが

原発事故被災者＝政府に見捨てられた棄民を見舞い（「たいへ

んですね」、「頑張ってください」と声をかけるだけだが）、放

射能除染作業を見学する（天皇が見学するそのことだけで除染

作業に効果があるものと正当化されてしまう）ことで、原発事

故に対する電力会社と日本政府の責任を曖昧にしてしまう。そ

れは、天野恵一氏が自著『災後論』で的確に描写しているように、

「責任を曖昧にし、国家（国策としての「原発」）の無責任を実

感させなくさせるという『逆転』をつくりだすための政治的パ

フォーマンス」なのである。その意味では、「被災者見舞い」も、

被害者を作り出す原因とその責任を隠蔽してしまうという点で

「慰霊の旅」と根本的には同質のものであることを、我々は明

確に認識しておく必要がある。（ちなみに、神戸、新潟、東北、

熊本など大地震の被災者をくまなく明仁夫婦やその他の皇室メ

ンバーが「お見舞い」に訪れているが、在日韓国人・朝鮮人や

知的障害者の被災者を見舞ったという話は聞かない。）

　つまり、「被災者に寄り添うおやさしい天皇様と皇后様」を、

「国民の象徴」すなわち「民主主義国家日本の象徴」という形で、

「人にやさしい民主主義」というイメージにダブらせる作用が

常にある。したがって、天皇が現れるところには「現実の民主

主義」が抱えている様々な政治的問題や社会的矛盾が結局は隠

されてしまうのである。本来、天皇制という（とくに血筋と家柄、

それに男性による特権を基礎とする）身分・階級・差別制度は（誰

もが自由で平等という）民主主義とは相容れない制度なのであ

る。ところが今や日本では民主主義国家に天皇がいてあたりま

えであり、「平和主義者、民主主義者の天皇がいるから、安倍

のような右翼への拮抗力になっている」などという見解が喜ん

で拡散される。いや、事態は「日本の民主主義にとって天皇制

は不可欠」という摩訶不思議な状況になりつつある。

　天皇制を含む君主制度ほど実際には反民主主義的な制度はな

いのであるから、「天皇や王様が平和主義者で民主的人物だか

らよい」という主張ほど矛盾したものはない。明仁がそれほど

平和主義者で民主的な人物であるならば、「生前退位」の希望

を国民に述べる代わりに、「天皇を廃業し、一市民になりたい」

という希望を述べるべきなのである。再度強調しておくが、民

主主義社会には反民主的な天皇制はいらない。そのことは、天

皇個人の思いや考えとは関係のないことである。「民主主義」

が天皇制を必要とするということは、その「民主主義」そのも

のがマガイモノなのである。

天皇制と民主主義の矛盾
　天皇制と民主主義の矛盾は、実は、日本国憲法にも明瞭に表

れている。周知のように憲法１条から 8 条までは、すべて天皇

制に関する条項である。ところが 14 条の第 1 項では「すべて

国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身

分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、

差別されない」と明記されている。さらに第 2 項では、「華族

その他の貴族制度は、これを認めない」とも記されている。東

京のど真中の広大な敷地に建てられた豪奢な御殿に、数多くの

従僕をはべらせて暮らしている天皇をはじめ皇室一家は、様々

な「特権」を享受している。それは、「社会的身分又は門地」

且つ「政治的、経済的又は社会的関係」における「（差別的）特権」

である。しかも、その「特権」は「世襲」で、皇室メンバー以

外の者は誰も享受できない。それだけではなく、天皇は「男」

でなくてはならず、その意味では「性差別」制度でもある。確

かに「貴族」階級はもはや存在しないが、天皇制は「貴族制度」

の頂点にたつ制度として成立したという背景を持っている。そ

の歴史的背景と上記の「特権」という両方の点で、天皇制は差

別的な貴族制度そのものである。

　「主権が国民に在することを宣言」する日本国憲法は、1946

年 11 月 3 日、そうした非民主的で差別的な天皇制の頂点にあ

る天皇、無数の自国民とアジア太平洋地域住民を 15 年という

長い期間にわたって続けた戦争で犠牲者にしたことに対する責

任を一切とらない天皇、その天皇裕仁の名前で発布された。し

かも、「主権が国民に在することを宣言」したにもかかわらず、

1 条から 8 条まで全てが天皇に関わる条項である。この 1 条か

ら 8 条までは、9 条の絶対平和主義の精神と、条文の文面上は

ともかく、思想的・哲学的な意味では深く矛盾していると私は

考える。

　民主主義と天皇制が根本的に相反する制度であること、しか

も、その矛盾が実は憲法にも内在していることを、いかに私た

ちの憲法9条擁護運動において伝えていくべきなのか。これは、

現在の日本の政治状況を考えるとひじょうに難しい課題であ

る。しかし、この矛盾の解決なしに、日本に真の民主主義が根

づきはしないと私は思う。



伊方原発再稼働を許さない現地行動に参加
　　私たちは原発を止めるまであきらめない！

伊方原発再起動 8月 12 日　広島からも抗議行動に参加
　延期されていた四国電力の伊方原発再起動が 8 月 12 日だと

発表され、急遽、広島から 5 人、抗議行動に参加した。川内原

発が定期点検に入る 9 月前に原発がない状況にしたくないの

か、どうしても商業運転をさせたかったようだ。

　3.11福島第一原発事故後、毎月11日、伊方原発ゲート前でも、

原発反対の座り込みが行われてきた。伊方原発問題が湧き上

がった時から 40 年一貫して反対してきた斉間淳子さんや近藤

誠さんたちが始めたこの行動に、7 月 26 日の再稼動が予定さ

れていると聞いて、6～ 7 月 11 日には 150 人、再稼働直前の

7 月 24 日には 700 人が参加した。川内原発に続く伊方原発の

再稼動を絶対にさせてはならないという全国の思いが集まった

のだ。伊方原発も、上関と同じで行きたくてもとても遠くて時

間がかかるし車なしではとても行けない。松山からでも2時間。

毎月行われる 11 日行動は朝 10 時開始なので広島から行こう

とすると前日から八幡浜に入るか、夜明け前に出るかだ。ピー

スリンクが「核の海より命の海を」と書いた横断幕を広げる海

上デモのためにボートを持って行く時も、早起きの苦手な前日

組と、朝に強い早朝組に分かれて駆けつける。しかし今回はあ

まりにも急で平和船団は諦め、現地行動に集中することにした。

しかも八幡浜市のホテルは満杯で西予市のホテルしかない。

11 日ゲート前行動、午後は伊方町役場付近でのデモ、12 日当

日は、ホテルを 5時に出て朝 6時からの抗議行動に参加した。

8 月 11 日、12 日の抗議行動

　四国電力は、7 月 26 日の再起動の予定は不具合がみつかり

延長したものの 8 月 12 日、国のお墨付きだとしてためらいも

なく再起動のボタンを押すのだ。反対する私たちをこれまで

行ってきたゲート前から追い払い、警察の力を借りて囲いの中

に押し込める。しかも交通規制までしたため、私たちは近くの

公園に車を止め、実行委員会が用意した数台の車に分乗し、ゲー

ト近くまでピストン輸送してもらわねばならない。そして近く

の車止めからはジリジリ暑い中を歩かされる。市民を守るはず

の警察が四国電力を守るのだから理不尽この上ない。

　11日の抗議行動に集まったのは100人。松山から、高知から、

高松から日焼けした顔が見える。鹿児島では、昨年の川内原発

再稼動から 1 年の抗議集会が行われたそうだ。愛媛新聞にはそ

の様子が、伊方の行動同様、大きく掲載されている。

　12 日再起動当日には、その参加者も駆けつけ、九州から、

全国からぞくぞく集まって、平日にもかかわらず早朝から 200

人近くになっただろうか。「再稼動するな」「原発廃炉・ハイロ」

と必死の声を振り絞る。福井や福島など原発のある各地や東京

経産相前で座り込みをしている人たち、原発再稼働全国阻止

ネットワークの人たちがマイクを持って訴える。

・伊方町民の 55％は再稼動に反対しいてることが住民投票で分

かった。賛成はわずか 24％だ。賛成でも３人に 2 人は、大

地震に不安を感じている。事故が起これば逃げ場はない。住

民の声を聞いて欲しい。

・伊方、川内を稼働させてはならないと自然が示唆した熊本で

直下型の大地震の発生を教訓にしよう。伊方原発の基準地震

動の最大加速度は、水平 650 ガル、鉛直 485 ガルである。

益城町で観測された加速度の半分もない。この際、原子力規

制委員会は、川内原発を停止し、伊方原発の再稼働への準備

を止め、早急に基準地震動の見直しをすべきである。

・伊方原発近くの海域には国内最大の活断層「中央構造線断層

帯」が走り、熊本・大分地震が波及する不安も大きい。事故

が起きれば広範囲に放射能被害が及ぶだろうと言われる。し

かし政府は伊方においても「原子力規制委員会が基準に適合

警察は四国電力を
守るために各地か
ら派遣されていた
　　写真 ユキコ。

藤井純子（第九条の会ヒロシマ・上関原発止めよう！広島ネットワーク）

写真 ユキコ





　今年は、「戦争する国にさせないために参院選は重要、アベ
政権を退陣に追い込もう」と 2回の意見広告に取り組みました。
多くの団体・個人のご協力を得て用意したチラシすべてを配布
することができました。おかげで、意見広告を掲載することが
出来ました。世話人一同、心より感謝申し上げます。

見るし、言うし、聞くし。だって、民主主義だから
ー投票に行こう＝改憲、原発再稼働、安保関連法を止めるー　
　・参院選前６月 26 日中国新聞朝刊全域

変えたいほどに知っていますか？　
8.6 新聞意見広告 2016 掲載（カラー版同封、新聞掲載モノクロ）
　・8月 6日から一週間、毎日デジタルトップ
　・8月 6日、毎日新聞大阪本社版朝刊に全 15 段　
        西部版＋山口県版、東京セット版朝刊に全 5段

イラスト、レイアウト…　        グラフィックデザイナーで
           「九条の会・府中」の石岡真由海さんにお願いしました。
・6月版は、ズバリアベ政権NO！　民主主義を訴えました。
・8.6 版は「変えたいほどに…」と静かに語りかけ、憲法を見
　直すことで改憲は不要と思ってもらえると考えました。

メッセージ…　賛同者のメッセージから 10 ほど掲載させて
いただきました。戦争する国に突き進むアベ政権を心配する人
はいますが、憲法・改憲について真剣に考えている人はまだ多
くはありません。「押し付けられた、時代に合わない、9条で
国が守られない」といった既に破綻している理由で改憲を進め
ていることに惑わされないようにして欲しい、皆さんの様々な
メッセージによって、憲法の理念に基づく政治の大切さを受け
取っていただききたいと思いました。

英文…　8.6 に海外から広島を訪れる人々にも共感していただ
こうと思い、澤田美和子さんとスティーブ・リーパーさんのご
協力で英語版を作りました。（カラー版裏面）

６月選挙前の街宣、8.6 原爆ドーム前で配布
　7月 8日、6.26 のカラー版を掲げ「選挙に行こう」と街宣を
しました。8月 6日朝 7時から原爆ドーム前で、意見広告のカ
ラーコピーと市民による平和宣言の 2000 セットを配布しまし
た。世話人だけではなく、会員さんや賛同してくださった方々
も応援に駆け付けてくださいました。これからも皆さんと共に
意見広告を作り行動していきたいと思います。　　　　　　　
　なお、お名前は何度も確認・校正をしましたが、まだ間違い
があるかもしれません。何とぞお許しください。
　次は名前掲載に間に合わなかった方々（敬称略、順不同）
　藤嶋英毅　赤羽真理子　宗藤信江　末盛眞弓　橋本保子　
　大島浩司・大島純子　松田任世　二階堂邦子　上内鏡子
　宗教と平和を考える市川宗教者の会　外谷悦夫　藤井慶輝　　
　今西明代　山口輝生　中司京子　松平不二子・日置・和多田　
　森下博之　安井貴子　日高末人　木戸香苗　平野さよ子　
　岩佐貞子　柴田雅津央　橋本政良　平山良平　武市福之　
　木村みち子　若松健一　今田信明　鈴木捷彰　・・・　匿名 2人

　今年は、安倍政治を終わらせるため、参院選前と例年の 8月
6日と 2回の意見広告を掲載しようと、準備に早く取り掛かり
ました。これまではチラシは３万枚用意していましたが４万枚
に増やし、３月中旬から配布をはじめ、様々な人々、団体に引
き受けていただきました。そのため３～５月は、参院選で「戦
争法廃止」改憲派の３分の２をとらせない、アベ政権退陣の思
いを同じくする多くの方から入金して頂き、中には 2度 3度と
賛同金、カンパをお寄せくださった方もあり順調でしたが、６
～７月は参院選、また首都圏では東京都知事選が続き、あまり
に忙し過ぎたからでしょうか、例年のような最後の追い込みと
はなりませんでした。世話人会における話し合いでは…
▶６月は、はっきりとした主張、8.6 は五線譜にのせた静かな
語りかけ、対照的だった。（石岡真由海さんに感謝）
▶8.6 は、強い訴えでないため印象が薄いという反面、心にし
み入ったという意見も聞き、憲法について考えていただける
ものだったようだ。購読者の意見にも、憲法、平和、9 条を
考えるきっかけになったという人も多かった。シンプルで静
かな訴えもよかった。
▶賛同者の名前を掲載することについて、名前よりももっと意見
を多くし、メッセージを分かりやすくしてほしかったという意
見や、字が小さすぎて名前を出す意味があるのかという疑問は
わかる。しかし、多くが安部政治に NO、改憲に反対しているこ
とが明らかなこと、活動は出来ないが名前を出すことで訴えら
れる、気軽に賛同していただきたいという思いもある。また連
帯感が生まれるという意味で重要だということを確認した。
▶９条、安保法制など分かり易い説明が欲しかったという意見
を聞いたので今後の参考にしたい。
▶赤字が大きいことは一番の反省点。しかし政治状況を考えて、
今年１月、参院選の重要さと改憲ストップの世論を高める一
助にしたいと思って 2 回の掲載に踏み切った。また 8.6 はか
ねてから念願の西部版（沖縄含む旧州全域）に全 5 段ではあ
るがエリアを広げ、チラシを３万から４万に増やして広く呼
びかけようとした。チラシはほぼまききって、３～５月は好
調だったが、参院選近くになると超多忙なこと、お金もかか
るためか、賛同金が例年は多い 6～ 7 月に入金がのびなかっ
た。もっと状況を厳しく見通しをすべきだった。　

・ご感想、ご意見など、お寄せいただきたい。etc…　

　

　それでも、集会や会議で配布してくださったり、ニュース発

送等に同封してくださったり、様々に協力してくださったおか

げで、皆さんの想いがぎっしり詰まった「ストップ改憲意見広

告」を掲載することが出来ました。中国新聞、毎日新聞の購読

者の心に届き、改憲に反対する世論が高まる一助になることを

願っています。賛同してくださった 2200 を超える個人（匿名

含）・団体のご支援、ご協力に、「第九条の会ヒロシマ」世話人

一同、心より感謝申し上げます。（文責・藤井） 

新聞意見広告 2016　今年は参院選前 6月と 8・6の 2回、掲載しました！
　　　　　ご参加、ご協力くださった皆さま、ありがとうございました

今年は２回の意見広告に取り組んだため、115 万円の不足で、これまで最大の赤字となり本会計からも補填しきれませんでした。会計：佐々木孝）

 
会 計 中 間 報 告（8月29現在                  

収入の部 支出の部 

賛同金 468万円 広告料、紙面制作費、通信費、印刷代、貸室料ほか雑費 概算583万円（未払含） 

       



・憲法が争点になっている中非常に良い訴えだと思う　男性 29 歳以下
・賛同の声を送りたい。男性 29 歳以下
・今年は特に、タイムリーな内容だと思った。男性 29 歳以下
・政治的な発言はしたくないが、新聞とは不特定多数の人、左も右も、老人も子
供も見るものです。偏った思想を掲載するのは、規制されるべきだと思います。
客観的に伝えることが報道の使命だと感じます。男性 29 歳以下

・平和について考える良い機会となった。感謝したい。女性 29 歳以下
・今の世の中、「核」や「原発問題」が多いので早く無くしてほしいなとこの広
告をみて思った。女性 29 歳以下

・憲法第 9条を変えたい国民が一体どれほどいるのだろうか。変えて逐一目立っ
た改革に名を残したいと思っているのは、総理を筆頭とする自民党であろう。
今や自民党の天下の永田町だが、私たちの意に反してことはどんどんあらぬ
方向へ進んでゆく。みんな平和な日本で十分なのに。女性 29 歳以下

・変えたいほどに不自由ですか？という文言に共感した。男性 30 代
・選挙もあったし、原爆忌もあるし、いいタイミングでの広告だと思う。このま
ま日本はまた戦争へ走るのか、と思うこともあるが、まだまだこういう人々
もいるから、捨てたものではない、と心強い。男性 30 代

・中国が攻めてきているので改憲して国民と国益を守るべきだ　男性 30 代
・知らなかったので知りうるいい機会になった　　男性 30 代
・ヒロシマ原爆と日本国第憲法　第九条について考えるきっかけになった女性
30 代

・戦争はよくない、憲法は大事　　女性 30 代
・被爆国として憲法 9条を今後も守っていく必要があると思う。女性 30 代
・９条は、戦争放棄だと思うのですが、それを知らない人も多いと思うので、そ
のことを少しでも分かりやすく説明があれば良いと思います。女性 30 代

・平和でありつづける事が大事　　女性 30 代
・いままでで見たことがないスタイルで、ただただ印象的でした。男性 40 代
・平和な日本であり続けてほしいと感じた。　男性 40 代
・大切なことを伝えようとしていると感じる。男性 40 代
・こんな全面広告を掲載しなければならないほど、日本に危機が迫っているのか
と恐怖する・・・。 男性 40 代 

・原爆の日ではなく終戦記念日の方が良い。自衛隊だの、PKO だの、有事だの、
いちいち解釈を決めなければいけない、今の方が不自由だ。 男性 40 代

・メッセージ性の高い広告で心に訴えかえるものがありました。ただ小さな文字
の名前は見る方としては見にくく、ない方がいい。 男性 40 代 

・意見広告ということで他の広告とは違うが、メッセージが強く印象に残る良い
広告だと思う。女性 40 代

・こういう広告が政府の方々の目に是非止まってほしいです。 女性 40 代 
・憲法第 9条これからも変わらず守って欲しい。 女性 40 代 
・憲法についてはよく考えないといけないと思っています。核兵器のない世界の
実現はすぐには難しいのかもしれないが、今の日本の変な流れに決して流さ
れないように…。 女性 40 代

・平和のために必要なことを改めて考える機会になった 女性 40 代
・九条について自分に問い直す機会を与えてくれた。目にして「どうかな？」と
立ち止まれると思う。女性 40 代 

・日本国憲法第九条の重要性と必要性を訴えている広告は素晴らしい。憲法改正
を反対する人に強い勇気を与えてくれる記事だと思います。女性 40 代

・あらためて今日が広島原爆記念日だなあと思いました女性 40 代
・頑張って　　　男性 50 代
・非常に印象深い  男性 50 代
・第 9条と広島を結びつけるのは、わかるが、憲法を変えたから直ぐに戦争はあ
り得ない。戦争放棄は日本が選んだ結果であり普遍では？ 男性 50 代

・国民投票に備えているのかと思った。 男性 50 代
・憲法について考えさせられる広告であった。 男性 50 代

・護憲派です。少なくとも今の政権で変更してほしくない。男性 50 代
・考えなければならない問題だと分かっていても、今まで目を逸らしてきた自
分を再認識させられた。「変えたいほどに～」のキャッチフレーズは、最初
は響かなかったが、繰り返して読むうちに共感できた。 女性 50 代

・楽譜のデザインがインパクトがある。 女性 50 代
・上のフォントが美しくて読みやすいと思いました。この広告によって、それ
ぞれが憲法について考える機会となればよいと思います。 女性 50 代

・主義・主張を自由に表現できる日本は良い国だと思う。 男性 60 代
・日本国民として憲法は欠かせないが憲法を変える・変えないは国民が決める
ことであり、時代に即応する憲法にしていくのも必要。 男性 60 代

・参院選与党の勝利で安倍首相は改憲を目論んでいるが、国民の声を真摯に聞
き、国民が改憲を望んでいるのか、改憲が国民の為になるのか、慎重に検
討すべき。自分だけの主義・主張で改憲を目論むのは疑問。男性 60 代

・重要な問題として私自身も考えました。男性 60 代
・日本国憲法第９条についての多種多様の意見を広告掲載する事は我々国民が
広島、長崎の原爆投下、終戦記念日をむかえるにあたり日本国憲法を改め
て真剣に考える良い機会になり大変意義深い事だ。五線譜の問題提起文は
非常にインパクトがありいつまでも頭に残り、これから日本国憲法につい
て見聞きする時に思い起こされる大変良い内容だと思う。 男性 60 代

・憲法九条の重みを再度実感した。一方、中国・北朝鮮・ロシアなどに軍事抑
止力以外でどう対抗するかの課題が大きいことを痛感する。 男性 60 代 

・平和と戦争についての議論はずっとあるけれども、政権は誰が見ても右寄り
である。オバマ大統領が初めて現職大統領として広島を訪れたことが、世
論を核兵器廃絶、戦争反対、平和について喚起をしたが、ゴールの無い継
続されるべきタフな問題であり、人類の務めであると思う。男性 60 代

・広島は核兵器だけでなく、戦争自体に反対するものだ。戦争がなければ、ど
んな兵器も必要ない。  男性 60 代

・虫眼鏡でみないと読めない小さな名前に重みを感じる。女性 60 代
・強い主張が伝わってきます。未来のために九条は必要だ、守るべきだとなお
さら思いました。女性 60 代

・毎年８月６日がきます。どうしても薄れがちな平和の意義、この機会に改め
て見つめなおしたい。 女性 60 代

・大きな「日本の９条」の問題はどのようにしたら、次の世代の人たちに引き
継いでいただけるのか？近隣の国々との関係も近頃変化してきているよう
にも思われ、人の善なるものに期待したい感が増しています。広島への原
爆投下の日に時宜を得た広告だったように思います。女性 60 代

・「日本国憲法」を再確認しようと思った。女性 60 代
・日本憲法の第９条。戦争放棄絶対に戦争はしてはならない。国民が声を大に
して訴えている。日本国憲法第 9条を守らなくては。 女性 60 代

・広島原爆記念館に行った事があるので核兵器の恐ろしさを考えさせられた。
一度は訪れてみるべきだ。戦争終結に向けての核兵器使用･･･元はと言えば
戦争を引き起こした結末…憲法第九条改訂は若者たちがいつ戦争行くか分
からない状態を引き起こす恐れがあり不安です。 女性 60 代

・沖縄の報道を見るとき自分には何にもできないと無力感を感じていたが、こ
ういう活動があるんだとわかりました。 女性 60 代

・主権在民は当たり前なことです。平和はひとりひとりが意識し築いていきた
いです  女性 60 代

・五線譜に鳩のイラストは、平和の歌をイメージしているのだろうか。一人一
人に憲法第九条を考え直す機会を与えている。女性 60 代

・広島は被爆して 71 回目の原爆の日を迎えた。核兵器の廃絶、核発電の禁止
を願い日本国憲法第 9条（戦争放棄）を断固守りたい。  女性 60 代

・9 条について考えさせられ大事にしないといけないと思った。変える必要な
い。戦争しない、させない日本であり続けたい。 女性 60 代

新聞購読者からの意見・感想
　　憲法について改めて考えた、気づかされた、共感したというご意見・感想がたくさん寄せられました。

私たちの目的の一つが達せられ、今年ほど意見広告が掲載できてよかったと思ったことはありません。



  　　　賛同してくださった皆さんからのメッセージ　

　
・声をあげ続けることが、何より大切。（香川県 奥下厚子）
・戦争法廃止に向け、共にがんばりましょう。1人 1人の平和への思
いをつなぎ、アベ政権を倒しましょう。（大阪府 西川啓子・根本博）

・戦争の世になると病者、障害者は滅ぶ。弱者も共に生きる社会を
守ろう。（広島県　岩﨑學）  

・アホノミクスを退陣させよう！ （大阪府 小原冨美子）  
・パソコンのない人にも情報を届けてください。（広島県 伊藤道子）

・一票投じよう若者 （広島県 三宅辰彦）   
・戦争やめて （大阪府 中西・村上）   
・反戦・非核 平和憲法を守ろう！ （大阪府 酒井弘行）  
・安保法制は戦争法制です！ （広島県 下末かよ子）  
・9 条・まちだのメンバーの一人です。核兵器・原発に依存しない国
家・社会の再建を！ （東京都 加藤喜代志・加藤初枝）  

・戦争はイヤだ！！ （東京都 駒谷正）    
・日本国憲法は世界基準！ （広島県 松田幸夫）   
・憲法守ろう！ （愛知県 清水）    
・被爆・被曝の国 日本には、平和憲法を世界への道しかあり得ません。
全世界の市民との連帯をこそ！ （東京都 宗近弘武）  

・近隣の国々との軍備の競争は止めて仲よくしよう。堂々とヒハン
をしよう。 （広島県 北室清一） 

・長い間購読させていただいています。どんどん会報が充実してい
ますね。内容も時代の変化を受け止めつつ、基本の反戦、九条を
守り、いいナと思う方々の講演会など充実しています。水戸とい
う小さな町ではここまでいけないので。でも、東海第二原発差止
訴訟の原告の 1人になっていますが…。 （茨城県 酒井はるみ） 

・ストップ戦争する国 （石川県 岡田ほなみ）   
・知恵と根気の対話外交を！！ 9条こそ人類の誇りですっ！ （徳島県 
萬宮翔平・萬宮千鶴子）  

・武力で解決できることなどない！お金は人間のくらしに使ってこ
そ生きる。 （愛知県 伊藤幸ヱ） 

・いのちと平和を大切に守りましょう！ （東京都 折原壽美子） 
・平和が一番！！戦争はダメ！！ （神奈川県 柴田明）  
・先の戦争での多くの命の代償で出来た、世界に誇る平和憲法を私
達も死守したいです。 （京都府 藤田祐・藤田晴子）  

・再び、多くの死者を出さないために！！勝者・敗者ともに （愛知県 
深田貨津子）   

・『いのち』を大切にしない政府にレッドカード！！ （愛媛県 森雄二）
・反改憲を街頭で叫ぼう （愛知県 柳つとむ）   
・戦争法を廃止させるため、皆さんと共に微力ながらがんばります。 
（大阪府 山中紀代子）  
・国の政治は憲法にしっかり従ってやってもらわねばなりません憲法
をないがしろにする首相は、本物の首相ではない （京都府 川端春枝）

・武力で平和が創れないことは立証済み。九条の価値が益々高まる
時代です。 （東京都 吉野典子） 

・アベヒットラー退陣。 （広島県 利元克己）   
・91 歳の戦争とシベリヤの体験者です 戦争再び起さないために生命
ある限り斗う （秋田県 栗田義一） 

・武器輸出は戦争行為！ （広島県 河村待子）   
・第九条は、地球の宝 （広島県 脇田幸子）   
・戦争に反対するのが本当の勇気です。上関原発反対！！ LEDラン
プを使いましょう。 （広島県 兼綱寿美子・岩木久満・岩木芳子） 

・今こそ、9条いかした平和外交を！ （山梨県 浅川保）  

・明文憲法は絶対反対です。 （秋田県 佐藤力美）   
・憲法守れ （大阪府 渡口差知子）   
・①人類は生きとし生きるものと共存できない。 ②平和は私たちのく
らしを守る生活必需品です。 （鳥取県 被爆アオギリ 3世） 

・健やかなくらしと笑顔と九条、未来へとどけ （奈良県 田中義行・鳥
越ゆり子）   

・官製春闘と云われて平気なのか日本に労働組合は存在するのか。 （神
奈川県 山川久）   

・戦争反対 戦争経験者（96 歳） （山梨県 神宮寺敬）  
・改憲を絶対許さない （香川県 岡田信也）   
・今こそ皆での声をあげましょう！ （神奈川県 堀切文子）
・運命の分かれ道ですね。最善の結果が与えられるよう、祈ります。 （東
京都 野村晉一）  

・体力が無くて遠方へ行けません。でもノーウォー、ノーニュークスは変わ
りません。生きている限り。アベひっこめ！ （東京都 磯谷佳世子） 

・戦争体制反対！！ （三重県 太田稔）    
・それぞれが、やれることをやっていきましょう。平和を守るために 
（東京都 新藤知樹）  
・今が正念場！ （兵庫県 堀尾昭子）    
・民をバカにするな！！ （広島県 清水諦観）   
・国民の命とくらしを守る 9条を守る！ （埼玉県 野口英樹・坂本総子）
・平和 2016 （東京都 鈴木哲朗）    
・とても大事な会なので、頑張って下さい。 （兵庫県 音在静子） 
・この美しい日本を守るのは私たち国民ひとり一人の手で！！ （広島
県 阪井厚子）   

・ストップ戦争法！ストップ改憲！ （広島県 藤村美登里） 
・憲法を守ろう。 （愛知県 清水）    
・平和憲法を守ろう！核の平和利用はあり得ない！ （兵庫県 湯
・違憲の安保法制絶対反対 （広島県 薬師勝）   
・平和憲法は、核を容認していません。絶対に！ （東京都 澤藤統一郎）
・九条で守ろう みんなの地球 （広島県 原田賀久子）  
・戦前レジームへの回帰を許さない！ （広島県 入江純一） 
・安倍政権ではこの国は滅びてしまいます。 （千葉県 野澤光枝） 
・つらぬけ、平和憲法。 （宮城県 渡辺清）   
・平和ぼけなら ぼけてもいい （大阪府 下田俊子）  
・9 条はみんなの宝 （広島県 二宮末雄）   
立憲主義を守ろう！ （広島県 大西五己）   
・アメリカ軍は、アメリカの権益を守るための軍隊。なんでそれに協
力するのか！？ （東京都 佐藤直子） 

・歴史をきちんと学ばない政治家どもの跋扈（バッコ）は許せません。
・政治をする人たちの劣化を止めましょう（京都府 山本祥子） 
・自衛隊員よ、殺すな、殺されるな！ （東京都 諸橋泰樹） 
・第 2次大戦の反省の九条を、守る責任が、あります。 （広島県 唐澤
智明・唐澤清美）   

・殺さない殺させない （広島県 報正寺 城山大賢）  
・戦争をしないことで多くの国から信頼されているのに今の状態では
台無しですね。 （大阪府 森永肇子） 

・現行憲法のおかげで徴兵も無く命をながらえて来られた財閥や国会
議員が、改憲への無知な姿勢に世界は笑っている。だから信用され
ない日本人の思考。（東京都 小野邦英）   

・戦争法を実働化させないために辺野古新基地を阻止したい。 （沖縄県 
平良宗潤）

   

小さな字で申し訳ありませんが、今年もたくさんのメッセージを送ってくださり、ありがとうございました。



・古稀超えて 長生きするぞ 平和憲法 （埼玉県 斎藤邦泰） 
・市民連合と野党共闘で勝利して、アベノミクスを終焉させよう！ 
（東京都 粕谷力・粕谷陽子）  
・戦争は嫌いや 平和がいい （東京都 久保りんご） 
・オリンピックは平和の祭典。”平和憲法”にふさわしい国歌を！！ 
（大阪府 石井幸恵）   
・全人類を生かし合う、九条順守こそ最大の安全保障。殺人狂政
治にNO！ （広島県 岡田黎子）  

・憲法 9条を土台に世界一外交上手な国になりたいです。 （東京都 
磯谷佳世子）   

・政治を私たちの手に取り戻すため、あきらめず、したたかに、
笑いを忘れずに闘いたい。 （大阪府 松浦倫子）

・活発な地震活動が続くという列島で、原発再稼働する政権では市
民は原発難民にさせられるのではないでしょうか。 （広島県 高田）

・戦後 70 年の平和を、次の 70 年、100 年に…永遠平和に…その
ために 9条が必要です。 東京都 岩下健一

・今こそ、平和を！（大阪府 菱木康夫）  
・いつも通信を送って下さりありがとうございます。内容が充実して
活動がよくわかります。楽しみにしています。 （埼玉県 渡辺泰子）

・戦争はごめんだ。 （広島県 周ちゃん・直ちゃん） 
・『立ち上がるときだ。大切なときは今、子供たちの倖せのため
に！！』50 年位昔にデモの時うたった歌です。それから 50 年
経過して、まさにその時は” 今” の今なんです。 （神奈川県 前
畑章子・前畑京子・前畑ゆかり）

・参議選で自民党を許さない （千葉県 春藤かづ子） 
・安倍政権のクーデタを許さない！ （福岡県 脇義重） 
・高齢不自由にて活動ができませんが関心もって応援しています。 
（広島県 秀岡チセ子・河本一美） 
 ・非核 非戦 非暴力！！ （広島県 根石妙美）  
・9 条を守る人を！！ （広島県 根石妙美）  
・すべての原水爆、原発を拒否する！ （京都府 銅銀正美）
・人類は核とは共存出来ない （東京都 坂本文夫・坂本裕子）
・わずかですが自分自身のために。 （福岡県 髙岡純子） 
・命が一番大事です！ （東京都 西澤秀一）  
・戦争を回避する知恵を！ （神奈川県 清水れい子） 
・憲法を守ることは子どもたちの未来を守るということ！ （広島
県 辻村玲子）    

・武力で平和はまもれない！ （東京都 山根敏英） 
・平和の砦 九条 （茨城県 石津嘉昭）   
・平和（へいわ）から大和（だいわ）へ 日本国憲法は宇宙法の準
用 （広島県 新本智）   

・戦争、差別、原発のない世界・・・ （広島県 岩本恵子） 
” 国を大切に” ではなく、一人一人を大切に。 （岡山県 大江宏）
・戦争法廃止、裁判所は違憲判決に応じよ。アベ退陣で平和を守
ろう。 （埼玉県 風間昭彦）

・9条は 世界の宝 平和の誓い （埼玉県 風間啓子） 
・『戦争法』で平和を守るって、冗談じゃない！ （広島県 菅茂樹・
菅みゆき・菅こゆき・菅惇）  

・戦争への暴走を止めているのは日本国憲法九条の楔です。改憲
してはいけません。（広島県 坂井章・坂井記美子）

・輝かそう憲法 9条！ （広島県 山根岩男）  
・戦争への道ではなく平和へ向かおう。憲法 9条を守って行こう。 
（福岡県 野口春夫・野口幸子） 
・ABE、NO！ （広島県 加藤淳子）   

・抑止力？その実体は侵略力 （広島県 野間茂）  
・9 条こそノーベル平和賞に値いするものです。 （大阪府 島津秀信） 
・前文・九条に日本・世界の未来有り！！ （広島県 江崎勝之） 
・憲法九条こそが抑止力・安全保障である。戦争によって安全を守るの
は不可能だ。 （広島県 小林義朗） 

・戦争は昔も今も国会から。戦争は絶対反対の人を国会議員に選びましょ
う。 （東京都 堀甲子）  

・平和憲法 世界の宝 （東京都 志村建世・志村ひさ江）  
・戦争法はいらニャい （福岡県 ハンナ＆マイケル）  
・世界の人々からの信頼は九条あってこそ！ （神奈川県 佐伯・工藤）
・No Nukes No War （神奈川県 北村由紀子）   
・その一票でルール違反を正しましょう！ （長野県 佐藤武久） 
・Tクルーズ ワルキューレ作戦始動！！ナチに倣う者達に、ナチと同じ
結末を！！ （岡山県 上村昌彦） 

・9条の存在、我らは護る。9条の中身、政府は守れ！ （大阪府 こいけけいこ）
・人類平和の為 戦争は放棄。 （神奈川県 髙橋雄四郎）  
・戦いは、戦場ではなく球場で！ （広島県 齊藤章子）  
・70 年続いた平和は世界で稀。この幸せを次の 70 年間に引継ごう。 （東
京都 護憲ネット小金井 高田守） 

・砂川で記念植樹された被爆アオギリ二世が枯れたみたいです。 （東京都 
大町宏志）   

・平和がええじゃん （広島県 國重）    
・命を大切にしてくれる政治がほしい。 （愛媛県 三谷雅子）
・『慰安婦』問題が続く限り、戦争は、終わっていないのと同じ。美し
い日本など無理。未来とは何ですか？ （岐阜県 リョウ） 

・1票で守ろう平和（6月） 非核は平和の第一歩（8月） （広島県 白井千也）
・わが家の猫たちも” 戦争反対”” 安倍イヤだ” （愛知県 渡邊真臣・渡邊好子）
・この 70 年間、戦争がなかったのは憲法 9条のおかげ。 （広島県 井原俊博）
・憲法 9条大好きで～す！。 （広島県 井原美代子）  
・核廃絶と軍縮の先頭に立つことこそが、日本のステイタスです。 （兵庫
県 下村安男）   

・アベノ戦争政治は日本国憲法で保障された国民の権利を全部奪うので
はないかと危惧します。 （広島県 高田）

・緊急事態条項は憲法で保障された国民の権利を皆奪うのではないか。 
（広島県 高田）   
・広島には何回か行きましたが、8月 6日、本当に世界中から人々が集
まってきている有様には感動もし、世界全体の財産になっていると
思いました。 （神奈川県 安岡千絵里・尾木原唯史・尾木原渓） 

・反戦、反原発、反ファシズムの声を上げ続けよう！ （東京都 道津弘二）
・憲法は政府から国民を守る武器だ。 （広島県 植木和夫）  
・9 条は日本の心 （広島県 藤井英二）    
・生命（イノチ）を大切にする社会に！！ （山口県 岡田敦子） 
・戦争 No！第九条 Yes ！守ろう平和 （広島県 磯幸子）  
・自分の国の未来は私たちひとりひとりが守っていきましょう（広島県 原邦子）
・日本は弾層の国。ヨーロッパ、アメリカ東部とは全く違う。日本は、
原発不可能な国。地質学的にはそうなのです。 （広島県 原郁夫） 

・平和が脅かされる危機に、今、直面しています。 （東京都 髙木伸子）
・アベノミクスで選挙して出てきたのはアメリカのための戦地行って血を流せと
いう戦争法。詐欺選挙、自民党はうそつき （岩手県 西家美智代・巳之助）

・9条は平和の誓い （広島県 大亀信行・大亀和枝）  
・アベ政治を許さない。人類の宝、憲法 9条を死守しよう。 （大阪府 野口里子）
・安倍政治は平和を壊す。軍事力で平和な暮らしは得られない。 （広島県 
松藤富隆・松藤比沙子） 

・まやかしだらけの安倍政治にはだまされない。 （広島県 栗原君子） 



・人類共通の目標である第 9条を消去してはいけません。 （岐阜県 毛利勇二）
・戦争は、絶対に許さない。9条を守ろう！ （広島県 賀渕久志） 
・9条と共に生きる （神奈川県 藤澤宜史）   
・憲法 9条をかかげて、日本は世界平和のパイロットとなりたいです。 
（福岡県 山下昭子）  
・平和を誓った『憲法』を改悪することこそ憲法違反だ。 （栃木県 田上中） 
・9 条改憲より 9条実現！ （岐阜県 桜井邦彦）   
・アベ政治を許さない！ （鳥取県 野見徹也）  
・敵を作らず 武器を取らず 第 9条を （宮城県 渡辺吉男）  
・特定秘密 安保法制 五輪 くそくらえだ！ （福岡県 藤江徹司） 
・9条改憲はもってのほか。今こそ 9条実現を。つまり自衛隊の武
装解除で世界平和！ （静岡県 中山誠一） 

・日韓『合意』とは政府同士の『合意』であって慰安婦の『合意』で
はない。『恨』はますます深くなるばかりだ。 （愛知県 大久保敏明）

・若者よ、戦争で死ぬな！殺すな！ （兵庫県 三芳英教）  
・緊急事態条項の挿入などの改憲を許さず、安保法を廃止するために、
がんばりましょう！ （東京都 牛丸教子）子どもや孫達を戦場へ送
り出してはなりません （富山県 畑真理子）  

・九条のない日本を誇ることはできません。（美も愛も正義も日本だ
けが特別ではありません）（石川県 北野香織）

・九条のある日本が好きです。 （広島県 岡野政俊） 
・戦争＝人殺しでは決して平和は得られない！憲法こそが平和の
砦！！ （広島県 大石照夫・大石文子・大石紘子）

・命は１つ。戦争の為に使われる命など１つもない。（福島県　木幡ますみ）
・幸せは自分の手で （香川県 立野トモ子）   
・誰れの為の政治？誰れの為の一票？ （広島県 船津美恵子） 
・9条改憲派戦争への道。戦争で何も解決しない。 （愛媛県 川端善一郎）
・失って知る大切なもの。自ら捨ててはならぬもの。憲法九条。 （香
川県 奥下厚子）   

・がんばって下さい。草の根の活動を応援します。 （神奈川県 濃沼誠）
・日本が誇る平和憲法を守ろう 戦争を絶対に許さない！ （広島県 ま
きちゃん＆まぁすけ）  

・戦争法反対！ （兵庫県 井上正弘）    
・やり続けていくことですよね。意思表示の場を作っていただける
ことに感謝します。 （神奈川県 小川桂子）

・核はいらない 原発もいらない 戦争もなくそう 九条実現（東京都 吉川邦良）
・平和こそ日本の宝 平和を作る考えが広がりますように。 （兵庫県 道上朝子） ・
・イヤよ戦争！イヤだ兵役！ （山口県 松井さとみ＆家族） 
・アベ政治をなくすためなら何でもする （広島県 向井均・向井圭子）
・憲法九条は日本の誇り、世界の希望です。 （神奈川県 木下久美子）
・いくたび生きて非戦つらぬく （東京都 長谷川修児）  
・９条を国宝に （大阪府 大塚比沙子） ・
・世界中に九条の理念が届きますように！ （山梨県 松本文化） 
・熊本地震で封書が見つからず、再度送っていただき助かりました。
２回の新聞意見広告 2016 に賛同いたします。 （熊本県 勝連夕子）

・無知無恥の晋三 世界の笑い者 『私は立法府の長』との発言に驚き 
（千葉県 瀧秀樹）   
・青い空は青いままで子どもらに伝えたい。忘れてはいけないこと
がある！ （広島県 三島弘敬）  

・今後も憲法の理念を高く掲げ不断の努力を惜しまず歩みたい。 （神
奈川県 蔵並弘子）   

・9 条は譲れない （広島県 向井好美・向井健人）  
・『仏陀の声 最古の御経』 我は相手を討とうとも武器を手にするも痛
みが起こり停まりぬ （愛媛県 八幡千栄子）

・昨年、辛い辛い事が有りました、そして先月まさかの地震に遭遇し、避難
所生活を経験しました。まだ茫然自失の中に居ます。 （熊本県 松本清子）

・戦争したがるアベはいらない （東京都　 髙木美栄子）  
・安倍首相ら政治家達に憲法を守らせよう！ （北海道 成田強） 
・（川柳）子を死地（戦地）にまた送るのかバンザイで （東京都 小笠原俊文）
・最大の憂慮の気持を託して貧者の一灯を送金します （東京都 半澤健市）
・戦争にむすびつくどんなことも見逃してはならない。私達の責任で
す。 （広島県 岡本江里子）  

・永久平和への列車は広島から世界へエンドレスノンストップ便 （広島県 花ノ木清子）
・安倍政治にNOを！戦争法『壊憲』 原発再稼働・辺野古新基地、全
てを断念させましょう。（広島県 市民運動交流センターふくやま）

・基本的人権の尊重 国民主権 平和主義 この宝物の現憲法を守りま
しょう。 （広島県 西川恵子）  

・貧者の一燈です。毎度ご苦労様です。お迎えの有る迄頑張りましょ
う。 （大阪府 鈴木弘純）  

・一人でも多くの方に呼びかけ、頑張ります。 （広島県 三好禎子） 
・抑止力・安全保障を軍事に頼るなら、政治家や外交官の存在価値は
ない。 （広島県 小林義朗）  

・9 条は子孫に残す日本の宝です。 （山口県 越智タエ子）  
・ヒロシマとして、原爆を使用された責任を問うことから、今後の使
用禁止・廃絶を追求しましょう。（広島県 坪山和聖）  

・活動続けるのは大変と思います。微力ながら、支えていきたいと思
います。 （千葉県 松本）  

・戦争放棄を謡う誇らしい日本国憲法を守り抜こう （広島県 髙橋成世）
・違憲はいけん！ （広島県 河上悦子）    
・おかしいことはおかしいと言える社会を作っていこう！ （福岡県 堤和子）
・conscience が発達していない日本人には憲法 9条は必要 （山口県 沖村博史）
・原爆が空からかってに降ってくるわけがない！ （広島県 永山良樹・京子）
・頑張ろう！  （広島県 村雲喜枝子）    
・独裁政治はごめんです。 （秋田県 竹内賢）   
・『さよなら安倍政権』の想いをこめて送ります。 （東京都 石田弥生）
 ・不戦の誓いを広島から守ろう！ （広島県 はどそん）  
・岩国基地のすべてを、チェックし続けます。 （山口県 田村順玄） 
・平和を望む自分の心に、素直に行動を！ （広島県 小林千惠美） 
・国はいらない。地球はひとつ。みんなのしあわせをみんなでつくる！ 
（広島県 文野龍乃・文野清・文野明子）
・子や孫にアホな戦争をさせない （広島県 岸本真理子）  
・9 条は世界の宝   9 条の心を世界に拡げて平和な世界に （広島県 野島寛子）
・憲法まもらぬ議員はいらない （福島県 山内覚）  
・憲法を、平和を守れ、核兵器をなくせの想いを届けます。 （東京都 竹腰英樹）
・9条破壊者安倍政権はかつて天皇制下『内心の自由』を奪った教育支配（畏敬
の念、道徳の教科化）をもくろんでいます。民衆の連携を （広島県 吉川徹忍）

・原爆資料館でオバマ大統領は何を見、何を感じたのでしょう。私は、
そのことを知りたいです。 （東京都 中嶋直子）   

・先輩達が守ってきた 9条を私たちの代でなくすわけにいきません。 
（広島県 磯田典之）  
・子どもたちに明るい、平和な未来を！！ （山口県 山本きくよ） 
・平和は空気と同じ。未来にきれいな空気を！ （広島県 土肥八重子）
・会報送付ありがとうございます。なかなか出かける事が出来ません
が少しずつ自分も考えるきっかけになります。 （山口県 ） 

・憲法は私たちのもの 絶対に守りぬかねば （広島県 笠原久幸・笠原美
恵子・笠原整・笠原裕子・広畑紀子・松井千里・溝口浩史・溝口藍）

・どうやって平和な世界にするか強いメッセージが必要。 （秋田県 三村敏子）
・キナ臭い社会はNo （兵庫県 中村信義）   



・日本は長い間平和を空気のようにあってあたり前のものにして
きた。何とすばらしきこと。 （神奈川県 小川和美・小川翔太） 

・誰も殺さない 殺されない 殺させない！ （岡山県 市場恵子） 
・日本の宝、憲法 9条 （広島県 渡辺道子）   
・野党は共闘！憲法改悪を許さない” （東京都 町田中央地域藤の会 木林佐和子） 
・すべての人の命を守る座右の銘は平和憲法の第九条（愛媛県 松田ちから） 
・9条は地球上の生命を守る約束。約束は守りましょう。 （北海道 佐藤待子） 
・日本の誇りを投げ捨てることはなりません （広島県 青木英子） 
・棄民にされてたまるか！無関心は罪です。 （広島県 今野洋子） 
・戦うことも戦う準備も認めない非戦憲法九条は平和を創造する
力だ！ （福岡県 蓮原耕児）  

・頑張る皆さんを応援します。 （広島県 山本紀子）  
・改憲は戦争の第一歩 （広島県 藤井英二）   
・非暴力の世界が実現しますように！ （東京都 野村晉一）  
・日本と世界の平和実現を願ってやみません。 （香川県 田中暉彦） 
・９条は変えていかないと。これからの日本はだめになる・どうやっ
て、へんこうしていくのですか？ （広島県 岩戸弘）  

・民主主義は衆愚政治にもなります。文化的暴力にまどわされずに、
真偽をしっかりみきわめることが必要です。 （愛知県 野田隆稔） 

・安倍政権の暴走を参院選で止めたいのですが （東京都 藤本智恵子） 
・戦争という名のもとに人が人を殺すことのないように （広島県 岡晶子） 
・９条を護りヒロシマから世界へ平和の輪を！ （広島県 古家美智子） 
・『もんじゅ』も原発も戦争もNO!! （大阪府 池島芙紀子）  
・あらゆる方法で戦争法廃止を！！ （広島県 林修二・市川真美恵） 
・平和憲法を守って次世代につなごう。 （広島県 齊藤章子） 
・守ろう憲法 （愛知県 清水）     
・景気が悪くなると政治家は戦争をしたがる。アベノミクスの正
体はこれだ。 （愛媛県 宇佐美睦朗・宇佐美節子）

・政治の仕事は戦争ではなく、平和を守ること （広島県 井上聖文・由美子）
・許すまじ殺憲 天罰下れ。 （福島県 押部禎一）   
・私たちの不戦の誓い 世界に伝えよう （京都府 古屋敷一葉） 
・莫大な加害と被害の犠牲を出した戦争の末、定めた平和憲法を
壊させてはなりません （大阪府 山田章博）

・この世で一番尊いのは人間の命です。戦争は絶対ダメ、二度と
してはいけない。 戦争体験者 91 歳 （秋田県 栗田義一）  

・核兵器廃絶、原発中止 いずれも直ぐ実施 （他の人と重なったなっ
た内容ならカットしてください） （広島県　寺本克史）

・『汝殺すなかれ』は絶対的真理、九条非戦平和思想の源泉である （東
京都 今村直・今村るか）  

・憲法の精神を社会にいかそう！ （広島県 東原光寛）  
・家族が行くことになると思うとイヤです。だから反対。 （広島県 マリエモン）
・この地球を美しいまま手渡してゆきたいです。 （大阪府 角谷香子） 
・新今と未来のために私たち一人ひとりが問われています。私た
ちの手で住みよい世の中を！ （大阪府 松浦倫子）

・ウソツキアベさんひっこみなさい！ （兵庫県 桃原久枝）  
・外交は対話、九条は死守する。 （広島県 冨永昭治）  
・年々 9条の存在の必要性が増しているのが怖いです。 （大阪府 伊藤亜湖）
・次世代のこども達に平和で戦争や環境の破壊のない世界を残す
のが私達今を生きる大人の責任です。 （広島県 柴田幸子）

・軍事力で平和は守れない。平和憲法があるからこそ命は守られ
る！ （広島県 辻村玲子） 

・選挙権 ぼうとくしてる 顔役権 （佐賀県 岸恵子）

・1945.8.6.（17 才）で上流川、広島女学院専門学校校舎で被災（17 才）
（1km）（現在 87 才）（東京都 水野潔子）1940 年大陸で生、1944
年引揚。戦争を今でもにくんでいる老人だ。 （兵庫県 梅田啓人）

・世界に誇る日本国憲法を守ろう。 （東京都 武本和代）  
・あなたの子供や孫を戦争に行かせたいですか？ （広島県 藤野美津子）
・支配は幻でも被害は現実 （京都府 久世裕子）   
・核も、原発も、戦争もいりません。 （福島県 木幡ますみ）
・かわいい孫たち、この子たちが、戦争のかげの射さない世界での
びのびと生きていけますように。 （広島県 立川幸恵）  

・平和を持続する努力を （広島県 石原清美）   
・憲法改悪を許したら子孫に顔向けができません。憲法改悪絶対反
対！ （東京都 吉田章・吉田真貴子） 

・ポスターの標語” 見るし、言うし、聞くし” が民主主義の基本、納
得です。賛同します！ （神奈川県 中島康子）

・命の使い方は自分で決める （広島県 青山裕彦）  
・地球の恵みで生きる。人工物・核は地球になじまない。 （神奈川県 高力英夫）
・安らかに眠って下さい 過ちは 繰り返しませぬから （広島県 吉田真理子） 
・平和は、万人の根源的な願いです。命を踏みにじる力による平和は、
権力の横暴です。（東京都 どんちゃん）

・会報を ありがとうございます 励まされております （東京都 石垣京子）
・安倍政権の『戦争法制』を廃案にし しっかりと9条を守りましょう！ 
（北海道 仲尾多佳史・仲尾紀子） 
・危なくなったら逃げる！戦争に行くのはご免だよ。 （広島県 ピカミノ麦） 
・ストップ改憲の声を上げ続けることが大事なときだ。 （東京都 道津弘二）
・『改憲勢力 3分の 2』に負けないぞ （愛知県 渡邊真臣・渡邊好子） 
・自分の力を信じるのを諦めないほうがいいよなぁ。 （兵庫県 柳本純枝）
・平和憲法を守る活動を一歩ずつ前進！ （埼玉県 赤羽聖書教会） 
・戦争に巻きこまれず話しあいで解決めざせ！歴史を学ぼう（広島県 小柳淳）
・既に賛同金を振り込みました。今回は掲載費不足と知ってカンパ
します。 （愛媛県 川端善一郎） 

・九条は人類の宝です。武力は何も解決できません。 （広島県 山﨑・山﨑） 
・殺さない 殺されない 殺させない （福岡県 東道成・東真喜子） 
・見るし、言うし、聞くし、そしてアベを引きずり下す。 （北海道 新国久男）
・一人住しの後期髙令者ですが、元気で住しているお礼にと思い少
しでもお役にたてればと思いました （東京都 山下）  

・日本中に知らせよう、日本中に （東京都 山脇哲子）  
・7/10 参院選の結果あまりかんばしくないですね。特に 9条に対し
て注目して行きましょう。 （大阪府 森永肇子）   

・命を守り育てましょう。んで平和で安全で戦争のない日本で。 （兵
庫県 原田美代子）   

・会計ピンチ案 「九条の会ピンチだ！ハーブソルト」でも作って売り
ませんか？ （広島県 企画編集室ゆじょんと）   

・昭和 16 年生まれ 戦争の悲惨さを知る世代として憲法 9条は守り
たい （大阪府 髙橋妙子）  

・愚直に争うな！と言い続けなければと思います （熊本県 福岡行子
・中国公船の尖閣沖、北朝鮮のミサイル発射、小さな問題ではない
ですが、安倍さんのメディア使用戦略が上手すぎて九条がかすん
でいくようでくやしいです。 （群馬県 町田杏子）  

・大変な赤字せめてものカンパです。カラーコピーでなくとも、更
紙の単色印刷でもいいのではないですか （東京都 棚橋寿郎） 

・誰の子も殺さない、殺させない （千葉県 平野さよ子）
　　　　



8・6ヒロシマ平和へのつどい 2016　　8 月 5日の集会　＆　8月 6日の早朝からの行動

 

写真提供　沢田正さん

福島の現状を報告し支援を訴える武藤類子さん

講演で「平和を殺す」安倍政権を
縦横無尽に斬る佐高信さん

8.6 ヒロシマ平和へのつどい現代表田中利幸さん

今年も核兵器廃絶と世界平和をめざす署名を集めたフィリピン、韓国、日本の高校生が参加　高校生の活動を支える長崎の平野伸人さん

原爆投下の 8時 15 分に無差別大量虐殺への抗議と
犠牲者の鎮魂のダイイン

前代表の湯浅一郎さんが伊方原発
再稼働の危険を指摘する

中電は上関原発計画をやめろ！　島根原発再稼動するな！

8・6 デモ 「原発も核兵器もない世界を」

8・6 デモ　辺野古新基地建設　高江ヘリパッド建設許さん！　　　

　　　　　　　　　８・６ヒロシマ平和へのつどいプログラム
　　　　　　開会　　　木原省治さん（原発はごめんだヒロシマ市民の会代表 )
　　　　　　長崎から　平野伸人さん（元全国被爆二世教職員の会会長）
　　　　　　　　　　　高校生一万人署名行動実行委員会
　　　　　　福島から　武藤類子さん（福島原発告訴団）
　　　　　　岩国から　田村順玄さん（岩国市議）
　　　　　　記念講演　佐高 信さん
　　　　　　発言　　　湯浅一郎さん（当実行委員会前代表）
　　　　　　発言　　　田中利幸さん（当実行委員会代表）
　　　　　　「市民による平和宣言２０１６」提案・採択
　　　　　　



　　活動報告  　（第九条の会ヒロシマほかネットワーク、実行委員会など関連団体行事含む）

　　７月  3 日（日） オバマ広島訪問を検証する　13 時半～ 16 時半　広島平和記念資料館会議室１
   6 日（水） 日本軍「慰安婦」広島ネット水曜日街宣　本通電停前　12 時 ~13 時
   7 日（木） 選挙に行って戦争法を止める街宣　広島県９条の会ネット　17：30 ～　（～ 9日）
   8 日（金） 世話人会⑦　8.6 新聞意見広告　内容　メッセージ　15：30 ～　広島市民交流プラザ３F
    第九条の会ヒロシマ街宣「投票に行こう＝改憲・原発再稼働、安保関連法を止める」広島本通 17 時～
  11 日（月） 伊方原発再稼働反対！　ゲート前集会＆海上デモ 11 行動　10：00 ～ 12：00
  15 日（金） 世話人会⑧　8.6 新聞意見広告　　13 時～ 17 時　　アステールプラザ小会議室
    内容　メッセージ決定　　→東朝広告社へ校閲 
  19 日（火） 英語バージョン確認作業　国際会議場１Fミーティングルーム　14 時～ 16 時
    ストップ戦争法実行委員会街宣 17：30 ～ 18：30　本通り、八丁堀ほか
  20 日（水） 上関原発止めよう！広島ネットワーク中電本社前行動 12：00 ～ 13：00
  22 日（金） 作業　　8.6 新聞意見広告　名簿整理②　　プラザ会議室 A　13 時～ 17 時
  24 日（日） みんなで止めよう伊方原発 7・24 全国集会　13：30 ～　伊方原発ビジターハウス近く
  25 日（月） 世話人会⑨　8.6 意見広告　内容・校正　確認　　国際会議場３Ｆ研　16：00 ～ 19：00
  27 日（水） 世話人会⑩ 内容・校正　確認　国際会議場１Fミーティングルーム　14 時～ 16 時
  29 日（金） 世話人会⑪　最終確認　国際会議場１Fミーティングルーム　14 時～ 16 時→　原稿を東朝へ
 8 月   3 日（水） 日本軍「慰安婦」広島ネット水曜日街宣　本通電停前　12 時 ~13 時
     5 日（金） ８・６ヒロシマ平和へのつどい　17：00 ～ 19：00　広島市市民交流プラザ６F
    6 日（土） 7：00 ～　　原爆ドーム前　8.6 新聞意見広告＋市民による平和宣言配布　
    7：45 ～ 　　グラウンド・ゼロのつどい（原爆ドーム前）
    8：15 ～ 　　追悼のダイ・イン（原爆ドーム前）
    8：30 ～ 　　8・6 デモ 「原発も核兵器もない世界を」（原爆ドーム前～中国電力本社）
      ～ 10：30　 中国電力本社前・脱原発座り込み行動
    15：00 ～　  8・6 ヒロシマ国際対話集会―反核の夕べ 　HANWA　広島市市民交流プラザ６F
     7 日（日） 被ばくの歴史を学び学問の自由を守る平和研問題全国研究集会
    8 日（月） 8.6 新聞意見広告発送作業　13：30 ～　広島市市民交流プラザ３F
　　　　 17 日（水） 上関原発止めよう！広島ネットワーク中電本社前行動　12：00 ～ 13・00
  19 日（金） ストップ戦争法実行委員会街宣 17：30 ～ 18：30　本通り、八丁堀ほか
  20 日（土） 原子力空母ロナルド・レーガンとヒロシマ・岩国・横須賀　西部住民の会　廿日市商工保険会館  
    望むのは死刑ですか　考え悩む世論上映とトーク　13 時半～　広島弁護士会館 3階ホール
  22 日（月） 第九条の会ヒロシマ世話人会　11：00 ～ 13：00　広島国際会議場３Ｆ研修室
  23 日（火） ストップ！戦争法世話人会　広島弁護士会館　18 時半～
  30 日（火） 広島県９条の会ネットワーク例会　広島弁護士会館　18 時半～
    上関原発建設埋め立て反対行動に対するスラップ訴訟（損害賠償訴訟）が和解へ（山口地裁）
  31 日（水） ピースリンク広島・呉・岩国　呉海自基地拡張強化と戦争法による海外派遣NO街宣 17：30 ～呉駅前
 9 月   3 日（日） 不戦の日のつどい　纐纈厚講演会　広島平和記念資料館会議室１　14 時～ 16 時
     7 日（水） 日本軍「慰安婦」広島ネット水曜日街宣　本通電停前　12 時 ~13 時
    8 日（金） 第九条の会ヒロシマ会報 91 号発行発送　　広島市市民交流プラザ３F13 時～

◆戦前・戦後　沖縄が受ける軍事的性暴力を問う 講演会　
　9月 17 日（土）14：00 ～ 16：40　広島市留学生会館ホール 　
　講師：川田文子さん（ノンフィクション作家
　　　　　　　　　・日本の戦争責任資料センター共同代表）
　　沖縄の「慰安婦」証言と米軍性暴力ー渡嘉敷島に連行された
　　裴奉奇（ぺ・ぽんぎ）さんの人生と戦後も続く軍事的性暴力
 　参加費：1,000 円（学生無料）

▼パネル展　　軍隊は女性を守らない―沖縄の日本軍
　　　　　　慰安所と米軍の性暴力（制作：wam　2012 年）
　9月 13 日（火）13 時～ 23 日（金）12 時まで　（19 日休館）
　　　広島市留学生会館 1F ラウンジ　入場料：無料
　主催：日本軍「慰安婦」問題解決ひろしまネットワーク
　共催：広島・沖縄をむすぶつどい　
　　　　沖縄・辺野古に新基地を作らせない広島実行委員会　
　連絡先：090-3632-1410（土井）

●水曜街頭行動、
日時：9/7   10/5   11/2
場所：本通り電停前青山側
内容：チラシ配布  ・リレートーク ・1億人署名

　　　

水曜行動　写真提供 岡原美知子さん

日本軍「慰安婦」問題解決・ひろしまネットワーク



◆屋良朝博さん講演会
    辺野古新基地も海兵隊もいらない！ -沖縄とともに訴えよう
　9 月 10 日（土）14：00 ～   　　　　　　参加費：1000 円
 　　　　　　　　　福山市市民参画センター・５階・会議室１
 　講師：屋良朝博さん（フリーランスライター・元沖縄タイムス論説委員）
 　共催：市民運動交流センター（ふくやま）・沖縄に連帯する
                  福山行動　日本軍「慰安婦」問題を考える会・福山
 　連絡先：084-924-4435　（市民運動交流センターふくやま）

◆沖縄の声を聞け！　辺野古新基地も海兵隊もいらない！9.7沖縄集会
　9 月 11 日（日）13：30 ～ 16：30　広島市民交流プラザ６F
　講師：屋良朝博さん（フリーランスライター、元沖縄タイムス論説委員）
　参加費：1,000 円　（学生以下無料）
　主催：沖縄・辺野古に新基地をつくらせない広島実行委員会
　連絡先：090-3373-5083（新田秀樹）

◆シンポジウム　中国人強制連行の戦後
　10 月 15 日（土）13：00 ～ 16：30 広島市文化交流会館 2階
　講師：田中宏一橋大学名誉教授 ほか
　主催：西松安野友好基金運営委員会　　　参加費：無料
　連絡先：080-3880-8340（川原）
◆第９回「中国人受難者を追悼し平和と友好を祈念する集い」
　10 月 16 日（日）13：30 ～ 14：30　　
　参加費：無料　「安野 中国人受難之碑」前
 　　　（広島県山県郡安芸太田町坪野　中国電力安野発電所
　＊11：00 より坪野フィールドワークを行います。
　　広島駅から無料送迎バス運行（要申込み）。
　主催：西松安野友好基金運営委員会
　　　　広島安野・中国人被害者を追悼し歴史事実を継承する会
    連絡先：080-3880-8340（川原）

◆九条の会・はつかいち 総会 記念講演会
　　戦争法廃止か　安倍改憲か－ 憲法をめぐる情勢と九条の会の課題 -
 　10 月 22 日（土）13:30 総会、14:00 ～ 16:30 記念講演会
　　　　　　　　廿日市市商工保健会館４F（廿日市市本町 5-1）
　参加費：800 円（学生・障がい者無料）　
　 講師：渡辺治さん（九条の会事務局、一橋大学名誉教授）
 　主催：九条の会・はつかいち　 連絡先：090‐3373‐5083（新田）

◆変わる自衛隊　アジア最大の米海兵隊岩国基地
　　　　　　　　　許すな！戦争をになう広島・呉・岩国
　12 月 4日（日）13：30 ～ 16：30　アステールプラザ大会議室 A
　主催：ピースリンク広島・呉・岩国　
　連絡：090-3373-5083( 新田 )   090-9736-8895（西岡）

◆学習会　広島原水禁運動の歴史と市民運動のこれから
　  国会 3分の 2が改憲勢力、安倍一強、これに対抗するための
　  総がかり運動。  広島でも、昨年から大集会を行い、今年 5月
　  3 日は 初めての合同憲法集会を行うことができました。
　  核兵器廃絶の思いは同じ。 なぜ原水禁運動は分裂したまま
　 なので しょう。その歴史を学び、  総がかりという流れの中で、
      協働する意味、 市民が出来ることを一緒に考えてみませんか。
   10 月 14 日（金）14：30 ～ 16：30　広島国際会議場３Ｆ研修室
　 講師：横原由紀夫さん（元広島原水禁事務局長）
　 主催：第九条の会ヒロシマ　連絡： 070-5052-6580（藤井）

◆自衛隊のスーダンＰＫＯ活動についての学習会
　9 月 19 日（月・祝）13：30 ～ 15：30　尾道市中央図書館２階視聴覚室
　講師：井上正信弁護士　　　参加費：無料
　主催：戦争法廃止　尾道総がかり実行委員会
　連絡先： 080-2890-3819（尾道総合法律事務所内）
　　　　　＊この学習会後、尾道駅前で１９日行動

◆福山 19日行動
　9 月 19 日（月・祝）　時間未定　福山駅前釣り人の像前
　主催：「STOP ！『戦争への道』福山総がかり行動」
　連絡先：084-924-4435　市民運動交流センター（ふくやま）

◆広島市 19日行動 17：30 ～広島本通り電停前、八丁堀、ほか
  　　主催：ストップ ! 戦争法広島実行委員会
　3 の日行動 12：30 ～本通り電停前　安倍政治を許さないスタンディング
　  主催：広島県９条の会ネットワーク、秘密保護法ネットワーク広島

◆道徳教科化の問題点を考える
　　　　　　道徳の教科化を進める安倍政権のねらい
　10 月 29 日 ( 土 )　13：30 ～ 16：30　ゆいぽーと
　　　（広島市男女共同参画推進センター）広島市中区大手町５-６-９
 　講師：伊賀正浩さん(子どもたちに渡すな！あぶない教科書大阪の会)
　主催：教科書問題を考える市民ネットワーク・ひろしま
　連絡先：0829-39-7716（石原顕）

◆映画「小さな声のカノン」上映会
　11 月 27 日 14：00 ～　三次市十日市コミニティーセンター
　参加費　前売り券 1,000 円（当日券 1,200 円）
　　　　　高校生 500 円　中学生以下無料
◆毎月第２、第４金曜日にさよなら原発デモをしています
　　　夕方 6：00 ～　　三次警察横から消防署前まで
　主催：さよなら原発みよしの会    　連絡先：090-2290-5428（菅野）

・意見広告 2016 に賛同してくださった 2200 を越える方々・
団体の皆さま、会費・カンパを送ってくださった皆さま、2～
３回と送ってくださった方、本当に有難うございました。

・今年は参院選で改憲派に多数を取らせてはならぬと思い
6.26と8.6の2回意見広告を掲載しました。8..6は、今年初
めて沖縄含む九州全域（西部版）にエリアを広げるために
チラシを4万枚に増やし、ご協力によって全部まききって
5月までは好調でした。しかし、例年賛同金が多く寄せられる
6月7月、多忙なためでしょうか、グンと減って予定に大幅に
届きませんでした。今後会報を送ることが出来なくなりませ
んように、16 年会費がまだの方の引き続きのお支えを心より
お願いするものです。またカンパは何時でも大歓迎です。

・封筒のタックシールに皆さまの入金状況を記載しております。
気をつけておりますが、間違いがありましたら、遠慮なくご連
絡ください。何卒！よろしくお願いいたします。
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2016 年度会費・カンパをよろしくお願いします (._.)　

お知らせ

意見広告費用がかさみ、このままでは全体収支が約 120 万円マイナスとなります。例年の
見込みを入れてもー60万円。可能な限りの支出をカットしても次号会報の発行が心配です。
16年会費とカンパをお願いするばかりです。心苦しいのですが、よろしくお願い致します。

 
        単位：円 
    収入の部    支出の部（今後見込含） 
前期繰越金 429,627 文書費（来年 1月会報含） 577,276 

意見広告賛同金 4,682,000 通信費（来年 1月会報含） 649,125 

会費  835,000 行事費   34,000 

（昨年 1,378,000） 交通費補助 149,000 

カンパ 615,000 HP、会報編集、事務人権費 458,000 

      （昨年 882,000） 外部会費・カンパ、雑費 71,000 

  新聞意見広告費 5,837,000 

収入合計 6,581,627 支出合計 7,775,401 

               収支差し引き －1,193,774 円 

 

 

 

 

第九条の会ヒロシマ会計　大ピンチ　救ってください！
　いつものご支援に感謝しつつ、お願いすることをお許しください。　


